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日
本
労
働
組
合
線
評
議
會
の
嚢
足

　
　
　
　
　
ー
参
加
を
保
留
す
る
新
産
別
ー

　　　L＿　　・ロt●　．臼．．1v■■

　
　
　
　
「
産
報
化
」
’
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

　
　
三
月
九
日
づ
け
ア
カ
ハ
ク
は
「
反
共
〃
産
報
化
”
ね
ら
う
」
と
題
し
て
、

　
日
本
勢
働
組
合
紬
評
議
會
の
解
説
を
お
こ
な
つ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
「
三
月

　
闘
争
の
ま
ぼ
ろ
し
の
中
で
來
る
十
一
日
開
か
れ
る
日
本
労
働
組
合
総
評
議
會
結

　
成
準
備
大
會
の
う
ご
き
こ
そ
、
全
努
働
者
大
衆
が
は
げ
し
い
怒
り
の
眼
を
も
つ

て
讃
芸
ぱ
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
何
故
・
「
怒
り
の
撃
も
つ

・
て
看
硯
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
い
う
所
に
よ
る
と
、
総
評

　
議
會
は
、
國
際
榮
働
戦
線
の
「
産
業
報
國
會
」
的
統
一
を
企
圃
し
τ
い
る
か
ら

／
だ
と
い
う
。
紬
評
議
會
の
正
式
結
成
大
會
は
七
月
に
な
る
模
様
で
あ
り
、
ま
だ

　
準
備
大
會
ア
ら
絡
つ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
「
産
業
報
國
會
」
に
な
る
か
、

　
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、

　
と
は
否
定
し
得
な
い
所
で
あ
ろ
う
。

●

○　目本努働組合糠會評議會の褒足
圭

要

一目

次

○

○

○

（判例紹介）．

i聾働協約は失敬しても就業規則の同一一

條頚は有歓である　（三菱化工機事件）
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な
ら
な
い
か
は
、
さ
し
あ
た
り
豫
断
…
の
限

一
部
の
共
産
黛
員
の
念
頭
に
は
、
次
の
如
き
歴
史
的
事
實
の
深
く
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ

、

ケ

即
ち
馨
が
ち
か
づ
い
奮
、
或
は
、
そ
れ
が
起
つ
た
り
す
る
と
「
無
農
黛
」
募
働
組
倉
決
定
的
な
封
立
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
リ
　
　
ロ
　
　
シ

裂
が
起
る
。
ド
イ
ツ
吐
會
民
主
黛
の
古
典
的
い
き
さ
つ
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
．
昭
和
十
二
年
、
薩
會
大
衆
黛
指
導
下
の

総
同
盟
は
十
月
大
會
で
産
業
協
力
運
動
・
愛
國
貯
金
・
事
愛
申
罷
業
中
止
な
ど
を
決
議
↓
、
翌
年
．
産
報
蓮
動
の
方
針

を
め
ぐ
つ
て
紬
同
盟
は
分
裂
し
た
。
眈
退
し
た
河
野
密
氏
ら
は
産
報
ク
ラ
ブ
を
つ
く
り
、
の
こ
つ
た
総
同
盟
も
昭
和
十

五
年
、
自
褒
的
に
解
散
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
杉
，

前
に
も
い
つ
た
通
り
、
馨
議
會
が
星
藷
國
會
」
に
な
る
か
ぎ
か
、
勿
論
、
豫
測
の
ほ
か
で
あ
る
が
・
然
し

か
り
に
そ
う
な
つ
た
り
、
叉
は
、
事
態
の
進
行
過
程
の
う
ち
で
内
部
分
裂
蓮
し
た
り
し
た
な
ら
ば
・
そ
れ
の
わ
藁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
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一
費
月
曜
】
刊

働
蓮
動
に
及
ぼ
す
影
響
に
は
勘
少
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
ろ
う
か
ら
、
以
下
、
総
評

議
會
の
胎
動
、
生
成
、
な
ら
び
に
現
在
に
お
け
る
問
題
の
所
在
鮎
を
簡
毘
・
に
紹

－
介
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
私
鐵
’
線
蓮
の
三
原
則

　
故
事
來
優
を
た
つ
ね
れ
ば
、
今
日
の
日
本
募
働
組
合
総
評
議
會
（
ま
だ
假
稻

で
あ
る
）
の
誕
生
は
、
遠
く
一
昨
年
春
の
「
民
主
化
闘
争
」
の
起
つ
た
と
遺
、
　
可

既
に
豫
定
さ
れ
て
い
た
、
と
る
が
、
含
に
誓
輪
肇
㍍
が
動
嘉
・
㎜

た
端
緒
は
昨
年
六
月
下
旬
新
潟
縣
大
聖
寺
町
で
ひ
ら
か
れ
た
私
鐵
総
蓮
大
會
の
　
便

決
誉
基
く
。
周
知
の
誓
同
大
會
墓
蓮
眈
退
を
一
五
三
封
一
四
二
に
決
醐

定
し
．
六
月
二
士
ハ
日
竃
叢
行
し
た
。
何
分
に
も
僅
少
の
差
で
あ
り
、
左
紅

派
の
猛
烈
な
攻
撃
の
的
が
、
　
「
右
派
拡
私
鐵
総
蓮
を
全
勢
蓮
か
ら
眈
退
さ
せ
・
　
日

霧
會
華
潔
自
由
墓
の
線
へ
も
三
ゆ
・
う
と
す
・
」
と
ぢ
讐
集
胆
、

中
さ
れ
た
と
と
も
あ
り
、
醗
退
の
前
日
六
月
二
十
五
日
決
定
し
た
今
後
の
蓮
動
　
且

方
針
は
、
政
治
的
考
欝
・
、
左
の
5
裏
現
を
・
つ
た
の
で
・
・
。
　
鵬

　
「
全
勢
連
は
統
一
の
…
媒
介
鎧
と
し
て
の
機
能
を
失
つ
た
の
で
眈
退
し
、
職
線
　
和

’

’

／
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の
五
回
大
會
（
琴
干
）
で
決
定
さ
れ
た
方
針
で
、
要
す
る
に

　
　
一
、
平
和
革
命
ー
建
設
的
コ
ー
ス

　
ニ
、
生
鳶
復
興
を
通
じ
て
の
勢
働
者
の
生
活
防
衛

　
　
二
、
政
常
…
の
組
合
支
配
の
排
除
と
、
．
政
蕪
組
合
間
に
お

　
　
　
け
る
協
力
關
係
の
設
定

　
と
い
う
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
な
ら
、
全
勢
蓮
へ
も
鵠
同

盟
へ
も
入
れ
な
い
組
合
も
支
持
で
き
る
で
あ
ろ
う
ー
私

鐵
総
蓮
は
か
く
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。

　
質
際
、
昨
年
の
秋
、
全
鍍
、
全
印
刷
廃
、
國
鐡
、
日
教

組
、
海
員
、
電
産
、
全
日
通
、
全
遁
從
組
、
都
勢
蓮
と
あ

い
っ
い
で
全
努
辿
を
眈
退
し
た
が
、
私
鐡
総
連
は
、
そ
の

皮
切
り
で
も
あ
り
、
右
の
三
原
則
を
高
く
掲
げ
て
「
民
主

的
勢
働
戦
線
の
統
一
」
に
の
り
だ
し
た
。
そ
の
第
一
回
懇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ

談
會
の
も
た
れ
た
の
は
、
昨
年
＋
一
月
一
日
で
、
こ
の
前

後
、
接
踵
し
て
ひ
∬
ら
か
れ
た
総
同
盟
、
國
鐵
、
日
教
組
、

釜
日
…
労
、
新
産
別
、
海
員
、
、
全
鑛
、
炭
…
労
等
の
大
會
が
、

國
際
自
由
螢
連
へ
の
加
盟
を
正
式
に
決
議
し
て
い
た
こ
と

．
は
記
憶
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
十
一
月
一
日
集
る
こ
と
に
な
つ
た
の
は
、
私
鐡
、
山
次
努

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヂ

全
日
勢
、
全
鍍
、
硫
勢
連
、
全
日
通
、
海
員
の
中
立
七
組

合
で
杢
努
會
議
に
加
盟
す
る
紬
同
盟
、
國
鐵
、
新
産
別
は

　
一
慮
除
外
さ
れ
た
。
三
原
則
の
立
場
か
ち
す
る
と
、
こ
れ

ら
三
組
合
は
色
彩
が
強
す
ぎ
る
、
と
い
う
政
治
的
考
慮
か

ら
で
あ
ろ
う
が
、
第
二
回
目
の
十
一
月
七
日
の
會
合
で
は

小
異
を
す
て
て
大
同
に
つ
き
、
し
か
も
速
に
戦
線
統
一
を

岡
る
と
い
う
趣
旨
か
ら
國
會
共
闘
に
結
集
す
る
民
主
的
弊

組
を
中
心
に
十
一
月
＋
四
日
、
　
「
舵
線
統
一
懇
談
會
」
を

ひ
ら
く
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
入
で
、
総
同
盟
、
新
産

別
、
國
鐵
な
ど
就
會
黛
と
繁
が
る
組
合
と
巾
立
緬
合
が
一

つ
の
枠
の
な
か
で
結
ぶ
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
ロ

の
こ
と
は
、
私
鐵
総
連
の
所
謂
「
三
原
則
」
の
わ
く
が
や

▲
援
げ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
國
際
自
由
螢
蓮
と
「
民
主
的
組
合
」
　
　
．

　
私
鐵
総
連
の
三
原
則
の
．
一
つ
が
、
政
黛
的
中
立
に
あ
つ

た
こ
と
ば
前
に
み
た
通
り
で
あ
り
、
杢
日
努
な
ど
も
、
統

　
　
　
　
つ
　
　
カ

　
一
は
ま
■
中
立
組
合
か
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張

し
て
い
た
し
、
硫
勢
連
で
は
、
内
部
が
総
同
盟
、
産
別
、

中
立
と
分
れ
、
硫
W
労
連
自
身
一
本
に
ま
と
ま
る
こ
と
が
困

難
な
複
雑
な
事
情
を
も
つ
て
お
り
，
そ
の
他
に
も
「
組
合

の
自
主
性
を
保
ち
だ
い
」
と
い
う
意
H
見
も
あ
つ
て
、
私
鐡

穂
蓮
の
三
原
則
で
な
ら
一
慮
ま
と
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
の
だ
が
、
ひ
と
く
ち
に
中
立
組
合

と
い
つ
て
も
、
全
日
勢
、
海
員
、
全
鍍
、
山
篠
労
は
既
に
國

襟
自
由
努
連
へ
の
加
盟
を
決
定
し
て
お
り
、
な
か
ん
す
く
．

　
　
　
べ

炭
螢
武
蔽
…
會
長
は
、
　
「
現
在
の
努
働
蓮
動
は
、
も
は
や
、

世
界
勢
蓮
か
自
由
勢
蓮
か
の
段
階
で
は
な
い
か
」
と
主
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

，
自
由
労
蓮
加
盟
を
て
こ
と
す
る
戦
線
統
一
を
唱
え
た
の
で

t「　　一

あ
る
が
、
こ
の
論
理
め
糸
を
た
ぐ
つ
て
ゆ
く
と
、
結
局
、

共
産
ユ
黒
か
硅
會
脚
黒
か
の
二
者
鐸
一
を
ひ
き
だ
す
可
能
性
が

強
ぐ
、
私
鐡
紬
連
な
ど
は
、
三
原
則
の
手
前
も
あ
つ
て
か

「
自
由
努
連
加
盟
か
否
か
を
戦
線
統
一
の
條
件
と
し
て
は

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
結
成
大
會
の
後
の
課
題
と
す
べ
き
だ
」
’

と
反
封
し
た
の
で
あ
る
。

　
然
し
、
右
に
も
逃
べ
た
通
り
、
総
同
盟
や
新
…
産
別
、
國

鐵
な
ど
が
統
一
懇
談
會
の
枠
の
中
へ
入
り
こ
ん
で
き
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
、
結
局
、
李
鍍
連
な
ど
の
「
統
一
蓮
動
は
國
會
共
闘
の

り
　
　
い
　
　
も
　
　
シ

た
た
か
い
を
通
じ
て
推
進
1
、
全
勢
會
議
を
も
併
せ
含
む

よ
う
な
幅
廣
い
組
合
統
一
戦
線
を
結
成
す
べ
き
だ
」
と
い

ヶ
よ
う
な
意
見
が
大
勢
を
制
し
た
か
ら
だ
と
み
ら
れ
て
い

る
o
か
く
て
十
一
月
十
四
日
の
第
一
回
懇
談
會
に
は
、
前

記
申
立
七
組
合
の
ほ
か
総
同
盟
、
、
㊧
葺
糸
、
全
繊
同
盟
、

重
電
機
、
日
鑛
、
全
逓
從
組
、
全
音
電
、
全
菱
蓮
、
國
鐵

全
専
賓
、
都
勢
蓮
、
新
産
別
等
が
集
ま
り
、
結
論
と
し
て

　
「
國
内
民
主
的
組
合
統
一
゜
の
基
本
方
向
と
し
て
國
際
的

に
は
自
由
世
界
勢
蓮
に
つ
な
が
る
方
向
と
分
離
し
て
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
」

　
と
申
し
合
わ
せ
が
な
さ
れ
た
の
は
、
所
詮
、
落
ち
つ
く

べ
き
所
へ
落
ち
着
い
た
、
と
評
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
つ

新
産
別
の
異
論

　
十
一
月
二
十
一
日
の
第
二
回
懇
談
會
に
は
日
教
組
と
日

放
…
労
が
新
に
参
加
し
、
名
稽
を
、
全
逓
從
組
の
提
案
に
よ

り
、
　
「
全
國
勢
働
組
合
統
一
準
備
＾
曾
」
と
改
め
た
。
伺
時

に
、
こ
の
準
備
會
の
目
的
、
自
由
勢
蓮
に
封
す
る
態
度
、

構
成
な
ど
に
つ
き
次
の
決
定
を
み
た
。

　
　
「
目
的
」
　
自
由
に
し
て
民
圭
的
な
組
合
の
カ
と
闘
い

を
結
集
し
、
ち
ン
パ
ニ
ア
組
織
よ
り
更
に
前
進
し
姦
力

な
統
一
結
集
艘
を
組
織
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
「
基
本
性
格
」
　
一
、
國
内
民
主
的
勢
働
戦
線
の
方
向

が
自
山
世
界
勢
連
に
つ
な
が
る
こ
と
を
認
め
、
努
働
者
階

や
級
の
同
志
的
友
愛
と
信
義
を
基
調
と
す
る

　
二
、
自
由
世
界
勢
連
加
盟
を
正
式
機
關
で
決
定
し
て
い

な
い
組
合
は
、
早
急
に
正
式
態
度
を
決
定
す
葛
よ
う
努
力

す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
サ

　
　
「
構
成
」
　
一
、
以
上
の
目
的
と
基
調
を
中
央
責
任
機

關
（
大
會
・
申
央
委
員
會
・
申
執
等
）
で
了
承
し
た
全
國

的
組
織
を
も
つ
組
合
を
以
て
構
成
す
る

　
二
、
全
國
的
組
織
を
も
つ
組
合
は
會
議
鰐
、
蓮
合
艘
、

阜
一
、
産
業
別
、
業
腫
別
の
い
つ
れ
の
組
織
形
禮
を
も
つ

も
の
で
も
廣
く
包
含
す
る

　
右
の
「
目
的
」
の
だ
か
で
、
統
一
準
備
會
は
、
新
統
一
．

組
織
は
、
「
カ
ン
パ
ニ
ア
組
織
よ
り
」
も
つ
と
「
強
力
な
統

　
一
結
集
艦
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
謳
つ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
こ
の
カ
ン
パ
ニ
ア
組
織
と
は
、
個
々
の
組
合

’

／

声
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■　

　
〆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

一
が
歎
の
慧
窒
意
、
時
濾
じ
共
通
の
冒
を
と

㌫
静
頷
闘
籠
鷲
謬
講
訟
㌶
嘘
籔

準
備
會
の
め
ざ
す
新
組
織
は
「
更
に
強
力
な
」
へ
集
権
機
能

　
を
も
つ
た
結
集
鵠
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で

　
　
　
の

　
あ
る
。
こ
入
か
ら
、
新
組
織
は
議
長
或
い
は
會
長
を
常
置

　
す
る
や
否
や
、
と
い
’
つ
問
題
も
起
り
、
．
後
に
述
べ
る
よ
う

　
に
、
薪
産
別
が
、
こ
め
統
一
準
備
會
の
結
實
た
る
紬
…
評
に

　
参
加
保
留
を
表
明
す
る
よ
う
に
な
つ
た
の
も
、
そ
の
一
っ

　
の
名
目
を
、
こ
の
組
織
問
題
に
も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
つ
い
で
で
あ
る
が
新
産
別
は
、
組
織
問
題
と
も
關
連
し

　
て
、
憲
章
問
題
に
も
始
め
か
ら
一
家
言
を
も
つ
て
い
た
と

　
い
わ
れ
る
。
準
備
…
會
ぱ
十
二
月
六
日
の
第
四
回
の
會
合
で

新
組
織
の
規
約
、
綱
領
に
っ
き
報
告
し
、
五
百
萬
の
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
の
綱
領
に
ふ
さ
わ
ー
く
從
來
の
綱
領
と
い
う
文
字
に
か
え

　
る
に
、
「
憲
章
」
を
以
て
し
、
恒
久
的
な
理
想
を
盛
り
た
い

　
意
向
を
明
か
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
月
一
月
二
十
五
日

の
第
九
回
準
備
會
で
は
、
憲
章
と
し
て
組
合
蓮
動
の
長
期

　
に
亘
る
理
想
を
掲
げ
る
の
は
時
期
衛
早
で
あ
り
、
不
必
要

　
に
＾
外
」
國
皐
を
た
“
よ
わ
せ
る
も
の
で
も
あ
ゐ
、
と
い
う
の

で
「
憲
章
」
は
お
流
れ
と
な
り
、
某
本
綱
領
、
行
動
綱
領

　
約
の
三
本
建
に
饗
更
さ
れ
た
。
こ
の
問
題
に
封
す
る
新

産
別
の
意
見
は
、
だ
い
た
い
、
現
春
、
情
勢
は
世
界
的
に

激
動
じ
て
お
り
憲
章
な
ど
作
る
時
期
で
は
な
い
、
基
本
綱

領
、
行
動
綱
領
の
二
つ
に
分
け
る
の
も
ま
だ
早
い
、
行
動

綱
領
一
本
で
い
入
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
に
あ
つ
た
ら

し
い
。
準
温
備
會
の
多
数
が
、
き
た
る
べ
き
新
組
織
は
「
カ

　
ン
パ
ニ
ア
組
織
よ
り
更
に
前
進
し
た
強
力
な
統
一
結
集

艘
」
と
す
．
べ
し
、
と
い
う
に
封
し
て
、
　
「
新
組
織
は
現
在

の
國
會
共
闘
て
い
ど
の
カ
ン
パ
組
織
で
あ
る
べ
き
だ
」
と

な
す
新
産
別
に
と
つ
て
、
基
本
綱
領
（
憲
章
）
、
行
動
綱
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ソ

規
約
の
三
本
建
な
ど
は
組
合
の
主
鎧
性
を
拘
束
す
る
足
か

　
ト

せ
と
し
て
映
じ
た
と
し
て
も
無
理
か
ら
ぬ
事
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
線
評
を
め
ぐ
る
「
右
」
と
「
左
」

　
　
さ
て
上
蓮
の
十
二
月
六
n
第
四
回
の
準
備
會
に
新
に
参

　
加
し
た
の
は
電
産
、
重
電
機
お
よ
び
全
石
油
（
オ
ブ
ザ
ー

　
ヴ
ァ
」
）
曹
達
…
労
協
〔
同
）
で
、
は
じ
め
て
、
日
本
…
労
働
組

　
合
紬
評
議
會
な
る
假
稻
が
用
い
ら
れ
た
。
荷
、
組
織
の
，
基

　
本
的
性
格
と
し
て
は
　
　
　
　
　
・
　
　
．

　
　
「
全
↑
労
蓮
の
如
き
阜
な
る
蓮
絡
協
議
機
關
で
は
な
く
比

　
較
的
ゆ
る
い
蓮
合
頒
の
如
き
性
格
と
す
る
」

　
　
と
い
う
案
が
提
出
さ
れ
た
。
さ
き
の
「
カ
ン
パ
ニ
ア
組

織
よ
り
更
に
前
進
し
た
強
力
な
云
々
」
が
、
や
A
明
確
に

規
定
づ
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
い
ま
上
部
組
合
の
組
織

　
を
．
協
議
賠
（
合
議
艘
）
、
蓮
合
磯
、
同
盟
艘
と
い
う
ふ
う

｛
に
わ
け
て
考
え
る
と
、
協
議
艘
と
い
う
の
は
最
も
ル
ー
ズ

な
集
合
で
、
殆
ど
集
槽
的
機
能
は
も
た
す
、
組
合
は
何
等

、

碇
．

、

、

　
の
制
肘
も
加
え
ら
れ
る
事
な
く
情
報
蓮
絡
、
協
議
、
カ
ン

　
パ
に
参
加
す
る
事
が
で
き
る
。
連
合
艦
と
な
る
と
、
や
、

　
強
度
に
集
権
的
機
能
を
も
ち
、
そ
れ
だ
け
個
々
の
組
合
の

　
自
主
性
は
制
肘
さ
れ
る
o
現
在
の
新
産
別
の
如
き
は
漣
合

　
艘
と
目
さ
れ
る
が
、
同
盟
髄
に
な
る
と
本
部
、
支
部
、
末
端

　
を
通
じ
て
完
全
に
申
央
集
椹
的
組
織
を
か
た
ち
つ
く
る
。

　
　
右
に
お
い
て
は
「
比
較
的
ゆ
る
い
蓮
合
賠
の
如
き
性
格

　
と
す
る
」
、
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
、
ぴ
わ
ぱ
、
　
「
協
議
鎧

　
の
か
た
ち
を
兼
ね
た
連
合
鐙
」
と
翻
課
で
き
ぬ
こ
と
も
な

　
い
。
と
に
か
く
「
蚕
…
労
蓮
の
如
き
軍
な
る
蓮
絡
協
議
機
閲

　
で
は
な
い
」
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
加
盟
組
合
は

　
　
「
そ
の
自
主
椹
に
封
す
る
拘
束
を
受
け
な
い
が
左
の
責

任
を
有
す
る

　
　
｝
、
基
本
綱
領
及
び
規
約
、
並
び
に
線
評
議
會
の
行
う

事
業
活
動
に
反
封
す
る
行
動
を
と
ら
な
い
こ
と
　

竪
讐
竃
諸
難
竃
灘
誌
畔

實
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
揚
合
或
い
は
で
き
な
か
つ
た
．

と
き
は
其
の
理
由
を
あ
き
ら
か
に
す
る
（
規
約
案
四
條
）
」

義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
　
「
新
組
…
織
は

軍
な
る
蓮
絡
協
議
機
關
と
迂
よ
」
と
主
張
し
て
き
た
新
産

別
な
ど
が
、
こ
の
組
織
方
針
に
眞
向
か
ら
反
封
す
る
こ
と

◆
に
な
つ
た
の
は
営
然
で
あ
ろ
う
。

　
薪
…
品
別
と
他
の
線
評
メ
・
ン
バ
ー
と
の
封
立
が
、
更
に
議

長
お
よ
び
會
費
問
題
を
含
ん
で
、
二
月
十
九
泊
の
第
十
三

回
準
備
暫
に
お
け
る
薪
産
別
の
退
場
と
な
つ
て
爆
褒
し
た

こ
と
は
馬
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
　
一
説
に
よ
れ
ば
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
シ
　
　
の

は
新
統
一
組
織
の
指
導
槽
の
争
奪
さ
わ
ぎ
だ
と
み
て
い
る

即
ち
線
評
が
懇
談
會
と
し
て
う
ご
き
始
め
た
頃
か
ら
、
所

謂
細
谷
ー
高
野
ラ
イ
ン
と
よ
ば
れ
る
人
達
は
、
統
一
蓮
動

の
背
後
に
い
わ
ゆ
る
鍋
山
フ
ラ
ク
の
う
ご
き
あ
り
と
警
戒

し
、
蓮
動
の
経
過
が
、
上
の
如
く
、
必
す
し
も
細
谷
ー
高
野

ラ
ン
イ
の
意
に
そ
わ
す
に
磯
展
す
る
に
つ
れ
て
、
不
満
が

昂
じ
十
九
日
の
薪
産
別
の
退
揚
と
な
つ
た
、
と
い
う
の
で

あ
り
、
’
高
野
氏
も
「
総
評
は
當
局
の
御
用
産
報
化
の
危
瞼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

が
あ
る
か
ら
、
新
産
別
が
退
揚
し
た
の
も
無
理
は
な
い
」

と
同
情
の
言
を
洩
ら
し
た
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
新
産
別
一

の
主
艦
を
虫
す
電
産
や
日
通
は
畢
産
と
し
て
加
盟
す
る
と

み
ら
れ
（
三
月
十
一
日
の
総
評
結
成
準
備
大
會
で
は
、
電

産
は
正
式
加
盟
し
た
が
日
通
は
オ
ブ
ザ
ー
ヴ
ァ
ー
と
し
て

参
加
す
る
こ
と
に
な
つ
た
）
、
あ
と
に
尤
し
た
組
織
を
も
た

な
い
新
産
別
の
退
揚
な
ど
、
総
評
に
と
り
左
程
マ
イ
ナ
ス

　
で
は
な
‘
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
説
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
右
の
ぞ
れ
．
で
あ
る
が
」

　
　
　
　
　
シ
　
　
の
　
　
　
ロ

ア
カ
メ
グ
の
み
か
た
も
ヒ
れ
に
通
ず
る
所
が
あ
る
。

即
ち
新
産
別
退
場
の
底
に
は
「
線
評
議
會
か
ら
左
派
の
細

谷
ー
高
野
ラ
イ
ン
を
除
外
し
、
肚
會
黛
右
派
で
固
め
る
方

針
が
す
す
み
、
議
長
に
松
岡
駒
吉
氏
を
す
え
る
こ
と
が
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

、
プ
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、

’

　
　
定
さ
れ
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
」
　
（
・
ハ
タ
三
・
九
）
、
と
い

め
　
う
に
あ
る
。

（
　
　
雨
詮
眞
循
の
ほ
ど
は
暫
く
お
き
、
懇
談
會
の
當
初
か
ら

　
　
総
同
盟
で
は
歪
繊
維
，
日
鍍
な
ど
所
謂
右
派
が
積
極
的
で

號
あ
つ
墓
は
蔽
え
な
い
婁
で
あ
る
。

　9
　
　
　
　
議
長
制
と
曹
費
問
題

　第
　
　
新
産
別
退
場
の
一
因
と
な
つ
た
と
目
さ
れ
る
議
長
制
の

　
…
問
題
と
い
う
の
ば
、
二
月
四
日
、
第
＋
一
回
準
備
會
で
日

　
　
敦
組
が
動
議
し
た
も
げ
で
、
　
「
日
経
連
に
封
抗
で
き
る
よ

　
ニ
ウ
な
製
る
組
織
膿
を
欲
す
る
が
故
に
」
議
長
竃
け
、

0
　
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
設
置
賛
成
七
組
合
に
封
し
、
新
産

鴻
別
ひ
と
り
反
婁
唱
え
た
・
習
は
・
「
馨
は
連
絡
協

A
　
秦
議
會
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
べ
き
で
．
あ
る
か
ら
、
議
長
制

25
@
は
ま
す
い
。
も
し
議
長
制
に
す
る
と
な
れ
ば
絶
評
の
性
格

　
　
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
協
議
醍
の
上
に
議
長
を
お
く

　
、
｝
こ
と
は
加
盟
組
A
口
の
自
主
性
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
」

　
　
と
い
う
に
あ
り
、
之
に
封
し
全
鑛
は
、
蓮
絡
艦
で
あ
る
と

　
　
否
と
に
拘
ら
す
責
任
者
を
お
く
こ
と
は
當
然
だ
、
と
駁
し

　
　
私
鐡
線
蓮
は
、
過
去
の
全
努
蓮
の
失
敗
を
再
び
く
り
返
さ

竺　　
ぬ
た
め
に
議
長
制
度
の
要
も
あ
る
、
と
論
じ
、
問
題
は
結

　
通
　
局
、
保
留
の
か
た
ち
と
な
つ
た
。

　
務
　
　
次
に
會
費
問
題
は
、
矢
張
り
同
日
、
海
員
、
炭
勢
、
全

．
　
　
鍍
、
私
鐵
、
日
教
組
、
杢
日
募
な
ど
か
ら
総
評
の
豫
算
月

　
勢
　
額
五
〇
萬
圓
の
案
が
提
出
さ
れ
た
の
に
封
し
、
新
産
別
は

　
鋼
　
　
「
五
〇
萬
圓
の
豫
算
を
使
つ
て
い
る
蓮
合
賠
は
鯨
り
な

　
　
　
い
」
と
反
封
、
四
分
の
一
の
十
二
萬
五
千
圓
案
を
固
執
し

　
鐵

　
　
　
た
も
の
で
あ
る
。
準
備
會
め
一
部
は
、
こ
の
よ
う
な
新
産

　
　
　
　
　
つ
　
　
　
ロ
　
　
　

　
　
　
別
の
．
で
か
だ
を
「
實
質
的
に
総
評
の
強
化
に
眞
向
か
ら
反

　
　
　
封
す
る
」
も
の
と
非
難
し
た
が
、
次
の
第
十
二
回
準
備
會

　
　
｝
（
二
月
午
六
日
）
で
も
、
こ
れ
ら
の
難
件
は
一
歩
も
前
進
し

　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

　
　
一
な
か
つ
た
。

　
　
一

　
　
「
即
ち
、
・
の
日
、
嚢
問
題
、
會
費
問
題
お
よ
び
結
成

　
　
㌃
會
響
の
件
竺
鷹
き
、
蒙
綱
領
、
行
動
綱
領
な

　
　
｛
ら
び
に
規
約
の
件
は
確
認
す
る
か
否
か
、
が
狙
上
に
の
ぼ

　
　
三
蓄
、
誓
別
を
の
ξ
　
　
゜

　
　
　
　
承
認
ー
紬
同
盟
、
日
教
組
、
國
鐡
、
全
日
勢
、
全
鑛
、

　
　
　
黍
興
警
　
　
　
、

　
　
　
　
未
快
定
－
私
鐵
、
都
勢
蓮
、
自
治
勢
協
，
蚕
織
、
日
鑛

　
　
　
　
　
’

　
　
　
　
　
　
全
鍾
糸
’
硫
努
蓮
、
全
日
通
、
日
放
努
、
電
産

　
　
　
　
と
い
う
色
分
け
で
あ
り
、
未
決
定
の
組
合
も
本
質
的
な

　
　
　
異
論
…
は
さ
し
は
さ
ま
な
か
つ
克
が
、
新
産
別
は
「
除
外
條

昭和21年11月21日第三種郵便物認可

件
の
三
黙
を
切
り
は
な
し
て
は
確
認
」
で
き
な
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
と
態
度
を
表
明
、
議
長
及
び
豫
算
問
題
と
共
に
、
問
題

解
決
を
二
月
十
九
日
に
譲
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
ニ
ロ
の
．
統
一
運
動
　
　
　
　
　
　
ふ

　
第
十
三
回
準
備
會
は
二
月
十
九
日
全
鍍
會
館
で
ひ
ら
か

れ
た
が
、
席
上
、
議
長
な
ら
び
に
豫
算
（
會
費
）
の
件
に

戸
、
　
　
」

C

つ
き
新
産
別
は
，
二
月
十
四
日
新
産
別
中
執
委
決
議
に
基

き
、
次
の
よ
う
な
決
定
的
異
論
を
と
な
え
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ

　
一
、
統
一
準
備
會
の
組
織
は
、
民
主
的
な
組
合
、
團
艘

　
　
　
へ

の
す
・
べ
て
が
参
加
で
き
る
協
議
機
闘
と
す
る
こ
と

　
二
、
從
つ
て
機
關
は
合
議
制
と
な
し
，
共
通
す
る
問
題

と
闘
争
の
共
同
戦
線
の
常
置
機
闘
と
す
る
　
　
　
’

　
三
、
蚕
國
的
組
織
を
も
つ
軍
産
な
ら
び
に
線
同
盟
、
全

日
努
、
新
産
別
の
よ
う
な
蓮
合
艘
も
、
そ
の
ま
入
支
障
な

く
参
加
で
き
る
幅
の
廣
い
機
關
で
あ
る
こ
と
・

　
四
、
故
に
組
織
を
代
表
す
る
、
が
如
き
議
長
と
か
會
長
と

か
は
お
か
な
い
。
會
費
も
協
議
機
闘
と
し
て
の
機
能
を
果

す
だ
け
の
低
廉
の
額
と
す
る
（
新
産
別
は
十
二
萬
五
干
圓
．

を
主
張
す
る
）

　
五
、
議
長
と
・
曾
費
の
問
題
は
、
規
約
の
形
式
如
何
に
拘

ら
す
、
實
質
的
に
蓮
合
賠
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
に
至
ら

し
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
民
主
的
な
傾
向
の

團
膣
が
加
盟
す
る
乙
と
は
困
難
と
な
る
の
み
な
ら
事
線
同

盟
、
全
日
勢
、
新
産
別
の
如
き
蓮
合
鵠
は
屋
上
屋
を
重
ね

る
こ
と
に
な
惹
。
現
在
た
野
ち
に
新
産
8
0
の
如
き
蓮
合
艘

を
弱
化
し
て
ま
で
一
畢
に
新
し
い
運
合
髄
へ
も
つ
て
ゆ
き

統
一
機
闘
を
設
置
す
る
條
件
は
存
在
し
な
い
と
考
え
る
。

　
新
産
別
の
ご
の
結
論
は
、
他
の
組
合
の
意
見
と
正
面
衝

突
し
．
し
か
も
新
産
別
は
、
次
期
ρ
正
規
の
意
思
決
定
機

闘
の
議
を
ま
た
な
け
れ
ば
こ
れ
を
改
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
明
言
し
た
の
で
…
封
立
は
つ
い
に
氷
解
せ
ず
、
結
局

新
産
別
代
表
は
オ
ブ
ザ
ー
グ
ア
一
名
を
残
し
て
蚕
員
退
場

す
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
さ
い
、
薪
産
別
の
取
扱
い
に
つ
い
，
て
は
次
の
決
定

が
お
こ
な
わ
れ
た
。

　
一
、
新
産
別
は
、
そ
の
次
期
中
央
委
員
會
乃
至
大
會
で

　
オ

何
等
か
の
決
定
の
あ
る
ま
で
、
線
評
加
盟
を
保
留
す
る

但
し
オ
ブ
ザ
ー
ヴ
ア
は
引
績
き
派
遣
し
今
後
も
戦
線
統
二

に
協
力
ず
る

　
二
、
新
産
別
と
穂
評
加
盟
主
要
組
合
と
の
聞
に
お
い
て

問
題
打
開
の
た
め
話
し
合
う
機
會
を
も
つ

　
か
く
て
新
産
別
は
三
月
十
一
日
の
総
評
結
成
準
備
大
會

に
も
参
加
を
保
留
す
る
こ
と
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
民
主
化

蓮
動
の
本
家
本
元
が
、
そ
の
結
實
と
も
い
う
べ
き
総
評
の

圏
外
に
立
つ
と
い
う
皮
肉
な
印
象
キ
與
え
る
こ
と
に
な
つ

た
わ
け
で
あ
る
。
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌔

　
新
産
別
の
去
つ
た
十
三
回
準
備
會
は
、
豫
算
に
つ
い
て

は
、
　
一
慮
、
五
十
萬
圓
の
枠
を
承
認
、
議
長
を
設
け
る
己

と
に
も
意
見
の
一
致
を
み
た
。
し
か
し
正
式
×
會
（
七
月

一
日
の
豫
定
）
ま
で
議
長
を
お
く
よ
う
な
條
件
の
熟
さ
な

い
と
き
は
、
代
表
幹
事
の
如
き
機
闘
で
こ
れ
を
代
行
す
る

こ
と
を
認
め
た
。

　
二
月
二
十
二
日
現
在
納
評
（
全
國
勢
働
組
合
統
一
準
備

（
以
下
八
頁
下
段
へ
績
く
）
　
　
・

、

一
●

／
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’

努
働
協
約
は
失
敷
し
て
も

　
　
　
就
業
規
則
の
圃
一
條
項
1
1
有
炊
て
あ
る

ー
三
菱
化
ヱ
機
假
慮
分
決
定
ー

一
　
↑
労
働
協
約
失
奴
後
の
…
労
働
條
件
一
の
繍
工
更
が
問
題
と
な
っ

一
て
い
る
折
柄
、
東
京
地
裁
の
三
菱
化
工
機
（
川
崎
工
場
・

一船
橋
工
場
）
に
關
す
る
二
月
二
十
二
日
の
解
雇
の
意
思
表

示
敷
力
停
止
に
つ
い
て
の
假
虚
分
の
決
定
は
、
協
約
失
数

後
の
就
業
規
則
の
奴
力
に
か
ら
む
問
題
と
し
て
注
目
に
憤

す
る
の
で
、
左
に
紹
介
ア
る
こ
と
と
す
る
。

　
事
案
は
決
定
理
由
害
【
に
よ
る
と
、
昨
年
七
月
三
十
一

日
に
失
敷
し
た
會
祉
組
合
間
の
勢
働
協
約
は
、
「
組
合
の

解
雇
に
つ
い
て
は
豫
め
組
合
の
了
解
を
得
て
行
う
」
旨
の

い
わ
ゆ
る
協
力
條
項
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
と
同
一
内
容
の

條
項
が
就
業
規
則
に
も
あ
つ
た
。
し
か
る
に
會
枇
は
昨
年

十
一
月
企
業
再
建
整
備
の
た
め
の
人
員
整
理
を
行
う
に
當

つ
で
、
組
合
の
屡
次
に
亘
る
努
力
に
も
拘
ら
ナ
、
こ
れ
を

輕
硯
し
、
天
員
整
理
を
強
行
し
た
。
こ
れ
は
今
な
お
有
奴

に
存
績
し
て
い
る
就
業
規
則
の
「
協
力
條
項
」
に
違
反
し

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
解
雇
は
無
奴
で
あ
る
、
よ
つ
て
解

雇
の
意
思
表
示
の
奴
力
を
停
止
す
る
と
い
う
の
で
あ
つ
て

組
合
の
申
請
通
り
組
合
が
勝
訴
し
た
わ
け
で
あ
る
。
°

　
こ
の
決
定
の
問
題
黙
は
次
の
二
顯
に
な
る
よ
う
で
あ
る

第
一
貼
は
、
勢
働
協
約
と
就
業
規
則
に
同
一
内
容
の
條
項

が
有
る
場
合
で
も
、
協
約
の
失
奴
に
よ
つ
て
営
然
就
業
規

則
の
同
一
條
項
が
失
敷
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で

あ
り
、
第
二
貼
は
解
雇
に
っ
い
て
の
組
合
の
了
解
と
は
ど

ん
な
程
度
の
も
の
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

‘一

A
協
約
の
失
敷
と
就
業
規
則
問
題

　
決
定
は
ま
す
、
就
業
規
則
は
そ
れ
が
適
法
に
制
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
以
上
勢
資
双
方
に
封
し
法
的
拘
束
力
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。
　
「
こ
の
こ
と
は
努
働
基
準
法
第
丸
十
三

條
の
法
意
か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
」
と
断
定
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
最
近
無
協
約
状
態
に
お
い
て
、
使
用

者
が
一
方
的
に
就
業
規
則
の
改
訂
を
行
っ
た
場
合
、
個
ζ

の
勢
働
者
と
使
用
者
側
に
存
在
す
る
努
働
契
約
の
攣
更

を
來
た
す
た
め
に
は
勢
働
者
の
明
示
又
は
獣
示
の
同
意
が

必
要
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
同
意
の
な
い
就
業
規
則
の
改

訂
は
、
そ
れ
自
艘
は
有
効
で
あ
つ
て
も
、
…
労
働
契
約
の
愛

更
は
來
た
さ
な
い
か
ら
、
…
労
働
者
を
拘
束
ア
る
も
の
で
は

な
い
と
唱
え
る
一
部
の
論
者
の
主
張
と
は
異
り
、
使
用
者

に
と
つ
て
は
法
こ
と
に
有
利
な
解
糊
で
あ
り
時
節
柄
傾
誌

に
債
す
る
。
決
定
は
、
そ
の
根
鑛
を
基
準
法
九
十
三
條
の

法
意
に
お
い
て
い
る
が
、
一
部
論
…
者
も
そ
の
主
張
の
根
操

を
、
同
條
に
お
き
「
九
十
三
條
は
、
勢
働
契
約
よ
り
上
廻

る
よ
う
就
業
規
則
が
制
定
又
は
愛
更
さ
れ
た
場
合
は
、
そ

の
強
行
法
性
か
ら
當
然
勢
働
者
の
合
意
な
し
に
努
働
契
約
，

の
縫
更
を
來
た
す
ー
す
な
わ
ち
⊂
の
場
合
は
努
使
双
方

を
拘
束
す
る
が
、
下
廻
る
よ
う
な
就
業
規
則
の
憂
更
は
、

九
十
三
條
の
此
の
面
に
封
ア
る
任
意
法
規
性
か
ら
何
等
勢

働
者
を
拘
束
ア
る
も
の
で
は
な
い
L
と
論
じ
て
い
る
。
決

定
が
こ
の
一
部
論
者
の
主
張
を
如
何
よ
う
に
理
論
的
に
撃
．

破
す
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
注
目
す
べ
き
断

定
で
あ
る
。

　
次
に
、
決
定
け
、
勢
働
協
約
と
就
業
規
則
に
た
と
え
同

一
内
容
の
條
項
が
あ
る
場
合
で
も
、
勢
働
協
約
は
勢
資
双

方
の
意
思
の
合
致
に
よ
り
成
立
し
、
就
業
規
則
は
結
局
使

用
者
の
一
方
的
作
成
に
か
～
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
爾
…

者
そ
の
成
立
の
意
義
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
爾

者
は
必
す
し
も
そ
の
運
．
命
を
共
に
す
べ
き
謂
れ
は
な
い
。

協
約
が
失
奴
し
て
も
就
業
規
則
の
當
該
條
項
が
改
廠
さ
れ

な
い
限
り
、
依
然
と
し
て
そ
の
拘
束
を
受
け
る
も
の
と
い

う
べ
き
で
あ
る
と
い
つ
て
い
る
。

　
し
た
が
つ
て
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
協
約
は
失
敷
し
た

が
同
一
内
容
た
る
就
業
規
則
第
十
七
條
の
解
雇
に
關
す
る

組
合
の
協
力
條
項
は
、
協
約
の
失
奴
に
闘
わ
り
な
く
有
奴

に
存
績
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
つ
て

い
る
o
理
の
當
然
な
こ
と
と
思
う
。

　
な
お
，
「
企
業
再
建
整
備
の
た
め
の
人
員
整
理
」
は
「
事

業
上
已
む
を
得
な
い
事
由
に
依
る
解
雇
」
と
解
す
べ
き
か

ど
う
か
が
争
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
決
定
は
、
こ

う
い
う
も
の
こ
そ
「
事
業
上
已
む
を
得
な
い
事
田
に
よ
る

解
雇
」
と
目
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

二
、
解
雇
忙
っ
い
て
σ
組
合
の
「
了
解
」

　
決
定
は
、
　
「
了
解
」
と
い
う
語
の
本
來
の
意
義
は
、
毘
・

な
る
意
見
の
交
換
以
上
に
相
手
方
の
納
得
を
必
要
と
す
る

か
ら
、
「
協
議
」
よ
り
む
し
ろ
「
同
意
」
に
近
い
。
し
か
し

か
入
る
語
義
の
詮
索
は
し
ば
ら
く
お
き
、
螢
働
法
上
信
義

則
の
親
黙
か
ら
す
れ
ば
、
「
同
意
」
と
い
う
も
そ
の
「
拒
絶

樵
…
の
蹴
用
」
ぱ
許
さ
れ
ず
、
ま
た
「
協
議
」
と
い
う
も
一

片
の
交
渉
協
議
を
以
て
は
足
ら
ず
愼
重
審
議
を
…
逐
げ
る
ζ

と
を
要
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
　
「
同
意
」

と
い
い
、
　
「
了
解
」
と
い
い
、
或
は
「
協
議
」
と
い
う
も

結
局
は
、
實
質
上
そ
の
間
に
大
差
な
い
も
の
と
解
す
る
を

妥
當
と
す
る
と
、
一
般
論
を
述
べ
て
い
る
が
、
味
お
う
べ

き
言
葉
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
次
た
本
件
人
員
整
理
に
封
す
る
双
方
の
交
渉
麗

過
を
詳
に
し
、
組
合
が
人
員
整
理
強
行
に
反
封
し
、
°
そ
の

　
、

’

／
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撤
回
を
求
め
、
意
見
が
封
立
途
に
妥
結
に
至
ら
な
か
つ
た

が
、
組
合
も
、
も
早
や
整
理
も
や
む
を
得
な
い
と
し
て
、

出
來
得
る
限
り
退
職
希
望
者
を
募
る
こ
と
に
よ
つ
て
解
雇

者
を
最
少
限
度
に
喰
い
止
め
ん
と
し
て
、
こ
の
線
に
滑
う

　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ

て
會
肚
と
の
交
渉
を
つ
ピ
け
た
が
、
會
就
は
希
望
退
職
の

締
切
日
延
期
の
要
求
を
受
入
れ
す
、
且
っ
退
職
希
望
者
を

募
つ
て
と
れ
に
よ
り
整
理
を
完
了
す
る
や
否
や
に
つ
い
て

は
協
議
を
拒
否
し
、
箪
に
會
砿
の
定
め
た
解
雇
豫
定
者
に

つ
い
て
の
當
否
の
み
に
協
議
を
限
定
し
、
還
に
意
見
の
合

致
を
見
な
い
ま
ま
組
合
の
了
解
を
得
る
術
も
た
く
協
議
が

打
切
ら
れ
、
・
本
件
解
雇
通
告
を
な
す
に
至
つ
た
の
で
あ
る

と
論
明
し
、
こ
の
経
過
に
…
徴
す
れ
ば
、
會
肚
は
本
件
解
雇

に
つ
き
、
組
合
の
了
解
を
得
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い

し
か
も
組
合
に
は
何
等
責
む
べ
き
事
由
が
な
い
も
の
と
認

め
ら
れ
る
と
決
定
は
い
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
本
件
解
雇
の
通
告
を
受
け
た
者
が
會
肚
よ
り
離

職
諮
明
書
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
に
よ
り
失
業
保
険
給
付

を
受
け
て
い
る
か
ら
本
件
解
雇
を
承
認
し
た
も
の
で
あ
る

と
の
會
肚
の
主
張
に
封
し
、
決
定
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
無
條

件
に
離
職
讃
明
書
の
交
付
を
受
け
失
業
保
瞼
の
給
付
を
受

け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
離
職
詮
明
書
の
交
付
を
求
め
る

に
営
り
、
解
雇
に
つ
き
紛
争
申
な
る
旨
の
記
載
方
を
會
耐

に
な
し
た
が
、
會
肚
は
こ
れ
を
拒
絶
し
た
の
で
、
關
係
當

局
に
封
し
、
係
争
中
な
る
旨
を
具
申
し
、
訴
訟
に
於
て
解

雇
が
無
奴
と
判
定
さ
れ
、
所
定
の
賃
金
の
支
錦
を
受
け
る

に
至
つ
力
場
合
に
は
、
そ
の
内
よ
り
返
濟
す
る
旨
を
約
し

て
失
業
保
険
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
木
件
解
雇

を
承
認
し
カ
も
の
と
は
い
え
な
い
と
論
じ
て
い
る
。

　
ご
の
決
定
に
は
、
　
「
事
實
」
の
項
が
な
い
た
め
「
理
由
」

の
項
に
よ
り
事
實
關
係
を
判
断
す
る
外
な
い
が
、
「
理
由
」

に
記
載
さ
れ
た
事
實
關
係
よ
り
見
れ
ば
、
至
極
袋
當
な
決

定
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

判
　
決
　
全
文

　
　
　
決
　
　
　
定

川
崎
市
大
川
町
五
番
地
．

　
　
　
三
菱
化
工
機
川
崎
…
労
働
紐
合

　
　
　
　
　
申
請
人
　
　
南
　
　
島

　
　
　
　
　
　
　
右
代
表
者
執
行
委
員
長

船
橋
市
本
町
二
丁
目
八
百
三
十
番
地

　
　
　
三
菱
化
工
機
船
橋
勢
働
組
合

・
　
　
　
　
申
詰
人
　
　
加
　
　
藤
　
　
正

　
　
　
　
　
　
　
右
代
表
者
執
行
委
員
長

右
申
請
人
等
雨
名
代
理
人
辮
護
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
比
志
島
　
　
龍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
荻
　
　
澤
　
　
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岸
　
　
　
　
星

勝藏一彦藏

　
東
京
都
千
代
田
頂
丸
ノ
内
二
丁
目
十
二
番
地

　
　
　
　
三
菱
化
工
機
株
式
會
就

　
　
　
　
　
　
被
申
請
人

　
　
　
　
　
　
　
右
代
表
者
代
表
取
締
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
　
　
藤
　
　
　
　
謙

　
　
　
　
　
　
　
右
代
川
人
辮
護
＋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
　
　
翁
　
　
彌
三
郎

　
右
當
事
者
間
の
昭
和
二
十
四
年
（
ヨ
）
第
三
三
一
二
〇
號

解
雇
意
思
表
示
奴
力
停
止
等
假
庭
分
申
請
事
件
に
つ
い
て

當
裁
判
所
は
次
の
通
り
決
定
す
る

　
　
　
　
主
　
　
　
文

　
被
中
請
會
砿
が
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日
附
を

以
て
別
紙
目
録
記
載
の
從
業
員
に
封
し
て
な
し
た
解
雇
の

意
思
表
示
ぱ
そ
の
敷
力
を
停
止
す
る
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
理
　
　
　
由

一、

岦
¥
請
命
肚
が
申
請
人
等
組
合
に
所
騰
す
る
別
紙
目

録
記
載
の
從
業
員
に
封
し
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
二
十
六

日
附
を
以
て
な
し
た
解
雇
の
意
思
表
示
は
被
巾
藷
…
⑰
就
の

從
業
員
就
業
規
則
第
十
七
條
「
解
雇
は
從
業
員
が
組
合
員

で
あ
る
時
は
會
就
は
豫
め
組
合
の
了
解
を
得
て
行
う
」
旨

の
條
項
に
蓮
反
し
無
奴
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
以
下
そ
の
理
由
を
詮
明
す
る

（
一
）
就
業
規
則
は
そ
れ
が
適
法
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で

　
あ
る
以
上
勢
資
双
方
に
封
し
法
的
拘
束
力
を
も
つ
も
の

　
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
勢
働
基
準
法
第
九
十
三
條
の
法

　
意
か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

（
二
）
努
働
協
約
と
就
業
規
則
に
同
一
内
容
の
條
項
を
有

　
す
る
場
合
に
於
・
て
も
勢
働
協
約
の
失
敷
に
よ
り
就
業
規

　
則
の
同
一
條
項
が
當
然
に
失
敷
す
る
も
の
で
は
な
い
、

　
勢
働
協
約
は
弊
賓
双
方
の
意
志
の
合
致
に
よ
り
成
立
す

　
る
も
の
で
あ
る
か
ら
就
業
規
則
は
勢
働
基
準
法
第
九
十

　
條
所
定
の
手
績
を
履
行
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
は
い
え

終
局
的
に
は
使
用
者
の
一
方
的
作
成
に
掛
る
も
の
で
あ

　
り
、
し
か
も
爾
者
そ
の
成
立
の
意
義
を
異
に
す
る
も
の

　
で
あ
る
か
ら
、
た
ま
く
勢
働
協
約
と
就
業
規
則
と
に

　
同
一
内
容
の
條
項
が
存
す
る
と
し
て
も
両
者
必
ら
す
し

も
そ
の
蓮
命
を
共
に
す
べ
き
い
わ
れ
が
な
い
。
も
つ
と

　
も
就
業
規
則
は
勢
働
協
約
に
規
定
さ
れ
て
な
い
細
部
事

、
項
を
規
定
す
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
が
両
者
の
内
容

が
重
復
す
る
こ
と
は
何
等
妨
げ
な
く
、
こ
の
揚
合
當
該

事
項
は
勢
働
協
約
及
び
就
業
規
則
に
よ
り
二
重
の
拘
束

力
を
受
け
る
が
、
努
働
協
約
が
失
奴
し
て
も
就
業
規
則

　
の
當
該
條
項
が
改
魔
さ
れ
な
い
…
眠
り
依
然
と
し
て
そ
の

拘
束
を
受
け
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
今
、
本
件
に
つ
い
て
こ
れ
を
み
る
に
首
記
就
業
規
則

第
十
七
條
は
被
申
請
◎
肚
と
申
請
人
等
組
合
と
の
間
　
，

に
締
結
さ
れ
た
努
働
協
約
第
十
七
條
と
同
趣
旨
の
内
容

を
包
含
し
、
右
螢
働
協
約
は
昭
和
二
十
四
年
七
月
三
十

’
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　一

卲
ﾀ
η
失
敷
し
た
こ
と
は
當
事
者
間
に
宰
な
い
が
．

被
申
請
倉
就
が
前
記
就
業
規
則
の
適
法
な
改
正
手
績
を

執
れ
ば
格
別
、
軍
に
そ
の
改
壌
さ
れ
る
も
の
で
な
い
か

ら
適
法
な
麺
更
手
績
の
行
わ
れ
て
い
な
い
本
件
に
あ
つ

て
は
前
記
就
業
規
則
第
十
七
條
の
規
定
は
努
働
協
約
の

失
奴
に
關
わ
り
な
く
有
‥
奴
に
存
績
す
る
も
の
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
三
）
前
記
就
業
規
則
第
十
七
條
は
通
常
時
に
於
け
る
個
．

々
の
解
雇
に
の
み
適
用
あ
る
も
の
と
解
ア
べ
き
で
は
な

い
。
本
件
、
就
業
規
則
の
う
ち
第
十
四
條
に
ぱ
解
雇
事

由
の
一
と
し
て
「
事
業
上
め
都
合
に
よ
り
巳
む
を
得
な

い
事
由
の
あ
る
と
き
し
が
掲
げ
ら
れ
て
あ
り
、
同
第
十

七
條
は
右
第
十
四
條
を
受
け
て
「
前
三
條
に
謂
う
從
業

員
が
組
合
員
で
あ
る
時
は
禽
杜
は
豫
め
組
合
の
了
承
を

得
て
行
う
」
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
事
業
上

の
都
合
に
よ
り
巳
む
を
得
な
い
事
由
の
あ
る
と
き
で
も

會
杜
は
組
合
員
た
る
從
業
員
を
解
雇
す
う
に
は
豫
め
組

合
の
了
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ

り
、
今
般
の
如
き
企
業
再
建
整
備
の
た
め
の
人
員
整
理

こ
そ
正
に
事
業
上
巳
む
を
得
な
い
事
由
に
依
る
解
雇
と

目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
の
場
合
右
就
業
規

則
第
十
七
條
の
適
用
あ
る
事
は
當
然
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
四
）
本
件
解
雇
に
つ
い
て
は
被
申
請
會
枇
ぱ
豫
め
申
請

人
等
組
合
の
了
解
を
得
た
も
の
と
は
認
め
難
い
、
　
「
了

解
」
と
い
う
語
の
本
來
の
意
義
は
阜
な
る
意
見
の
交
換

以
上
に
相
手
方
の
納
…
得
を
必
要
と
す
る
か
ら
「
協
議
」

よ
り
む
し
ろ
「
同
意
」
に
近
い
、
然
し
か
S
る
語
義
の

詮
索
は
暫
く
置
き
、
勢
働
法
上
信
義
則
の
親
顯
か
ら
す

れ
ば
「
同
意
」
と
い
う
も
そ
の
「
拒
絶
権
の
濫
用
」
は

許
さ
れ
ず
ま
た
「
協
議
と
い
う
も
一
片
の
交
渉
談
議
を

以
て
は
足
ら
す
愼
重
審
議
を
途
げ
る
こ
と
を
要
す
る
も

の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
「
同
意
」
と
い
い
「
了
解
」

と
い
い
、
或
い
は
「
協
議
」
と
い
う
も
、
結
局
は
實
質
上

そ
の
開
に
大
差
な
い
も
の
と
解
す
る
を
妥
當
と
す
る
。

今
、
本
件
人
員
整
理
に
封
す
る
双
方
の
交
渉
経
過
に
つ

い
て
み
る
に
、
申
請
人
等
組
合
と
被
申
請
會
枇
と
の
右

人
員
整
理
に
闇
し
、
第
一
回
の
團
酷
交
渉
を
も
っ
に
至

つ
た
の
は
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
十
五
日
で
あ
る
が
、

被
申
請
禽
腫
は
巾
請
人
ぷ
合
代
表
者
と
交
渉
に
入
る
と

同
時
に
直
接
各
事
業
所
に
人
員
整
理
に
關
ア
る
牒
明
害

整
理
員
晒
一
、
整
理
基
準
、
退
職
牛
常
等
に
闘
プ
る
事
項

を
掲
示
し
、
同
月
十
九
日
…
限
り
退
職
希
望
者
を
寡
つ
た

こ
れ
を
知
つ
た
巾
請
人
等
組
合
代
表
者
は
被
申
請
會
吐

の
右
磯
表
は
同
會
杭
が
さ
き
に
組
合
の
申
入
れ
に
翼
し

て
な
し
た
「
企
業
再
建
整
備
に
っ
い
て
の
具
鵠
的
計
甕

に
つ
い
て
は
組
合
と
協
議
す
る
」
巳
日
の
‥
回
月
十
日
附
回

・
答
を
自
ら
破
り
一
方
的
に
人
員
整
理
を
強
行
せ
ん
と
す

る
も
の
で
あ
る
と
し
て
そ
の
撤
回
を
要
求
し
、
翌
日
、

十
六
日
、
翌
々
十
七
日
は
被
申
曲
謂
會
腫
の
企
業
整
楠
…
に

關
す
る
説
明
を
聴
取
し
た
の
み
で
退
職
希
望
者
の
申
込

締
切
日
の
撤
回
延
期
方
を
要
求
し
た
が
、
意
見
が
封
立

し
て
愛
結
に
至
ら
な
か
’
つ
た
た
め
、
そ
の
翌
十
八
日
の

交
渉
に
は
出
席
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
組
合
と
し
て
は

被
申
請
會
肚
が
前
年
夏
約
三
百
名
の
人
員
整
理
を
し
な

が
ら
、
そ
の
後
い
く
ぱ
く
も
な
く
し
て
給
料
の
遅
配
を

來
た
し
、
從
業
員
は
そ
の
苦
難
に
堪
え
て
生
産
に
從
事

し
て
來
た
に
も
拘
ら
ず
、
再
び
三
百
名
以
上
の
人
員
整

理
を
な
す
が
如
き
は
、
経
濟
界
の
褒
動
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
経
螢
陣
の
弱
髄
に
も
基
因
す
る
も
の
と
し
て
強

い
不
浦
を
抱
い
て
い
た
が
、
事
こ
」
に
至
つ
〔
は
も
は

や
整
理
も
や
む
な
し
と
し
て
徒
ら
に
整
理
絶
封
反
封
、

完
全
雇
傭
を
主
張
す
る
こ
と
な
く
閏
來
る
限
り
退
職
希

望
者
を
募
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
解
雇
者
を
最
少
限
度
に

喰
い
止
め
ん
と
し
て
、
こ
の
線
に
滑
つ
て
被
巾
請
會
肚

と
の
交
渉
を
な
し
、
こ
れ
が
い
れ
ら
れ
な
い
場
合
に
封

虚
し
て
、
同
月
二
十
一
日
ピ
期
し
一
、
一
十
四
時
間
ス
ト
決

行
を
決
議
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
同
月
十
九
日
、
再
び
團
髄
交
渉
を
開
始
し
、
最
低
限

度
の
要
求
と
し
て
希
望
退
職
の
締
切
日
の
延
期
方
を
要

求
し
た
が
受
入
れ
な
か
つ
た
の
で
、
當
時
ま
で
組
合
側

に
お
い
て
集
め
た
退
職
願
百
八
十
八
通
を
一
括
し
て
被

申
請
會
枇
に
手
交
す
る
と
共
に
、
ス
ト
宜
言
を
な
し
て

同
月
二
十
一
日
、
二
十
四
時
間
ス
ト
を
決
行
し
た
。
し

か
し
翌
二
十
二
日
、
組
合
側
よ
り
更
に
圓
満
解
決
の
た

め
團
儂
交
渉
を
申
入
れ
、
一
日
の
冷
却
期
間
を
お
き
同

月
二
十
四
日
の
交
渉
に
於
て
は
、
結
局
各
事
業
場
所
毎

に
協
議
す
る
こ
と
に
な
つ
た
が
、
そ
の
協
議
期
間
に
つ

き
被
申
請
會
就
は
翌
二
十
五
日
午
後
六
時
ま
で
と
限
定

し
た
の
に
封
し
組
合
側
は
そ
の
延
長
方
を
要
求
し
雨
者

折
合
わ
ぬ
ま
ま
翌
二
十
五
日
場
所
毎
の
協
議
に
入
つ
た

し
か
し
乍
ら
被
申
請
旬
肚
は
組
合
側
の
要
求
に
反
し
整

理
員
数
、
整
理
方
法
（
退
職
希
望
者
を
募
つ
て
こ
れ
に

よ
り
整
理
を
完
了
す
る
や
否
や
）
に
つ
き
協
議
す
る
ヒ

と
を
拒
否
し
、
軍
に
被
申
請
會
枇
の
定
め
た
解
雇
豫
定

者
に
つ
い
て
の
當
否
の
み
に
協
議
を
限
定
し
た
の
で
、

申
請
人
川
崎
努
働
組
合
と
の
交
渉
は
こ
の
た
め
に
決
裂

し
、
同
船
橋
努
働
組
合
と
の
交
渉
に
バ
て
は
右
議
決
に

つ
き
意
見
の
合
致
を
見
な
い
ま
ま
一
鷹
…
解
雇
豫
定
者
に

つ
き
意
見
の
交
換
が
な
さ
れ
た
が
、
も
と
よ
り
組
合
の

了
解
を
得
る
術
も
な
く
協
議
は
打
切
ら
れ
、
翌
二
十
六

日
被
巾
請
禽
肚
は
本
件
解
雇
り
通
告
を
な
す
に
至
つ
た

の
で
あ
る
。
右
の
経
過
に
徴
ア
れ
ば
被
申
請
會
砿
は
本

件
解
雇
に
つ
き
申
講
人
等
組
合
が
右
了
解
を
與
え
な
か

っ
た
に
つ
い
て
は
申
請
人
等
組
合
に
何
等
責
む
べ
き
事

由
が
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

ハ

〆
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ず
な
わ
ち
被
申
請
會
就
が
前
記
十
一
月
十
五
日
の
第
一

　
回
の
團
髄
交
渉
に
入
る
と
同
時
に
直
接
各
事
業
場
所
に

　
前
記
整
理
に
鯛
す
る
事
項
を
掲
示
し
希
望
退
職
者
を
募

　
つ
た
こ
と
は
甚
だ
し
く
組
合
の
存
在
を
輕
硯
し
た
態
度

　
で
あ
つ
て
、
組
合
が
こ
れ
に
反
封
し
、
そ
の
撤
回
を
要

　
求
し
た
．
’
．
と
も
決
し
て
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
ま

　
た
同
月
二
十
一
日
の
二
十
四
時
間
ス
ト
の
原
因
は
組
合

　
側
が
整
理
絶
封
反
封
を
叫
ぱ
す
、
で
き
得
る
限
り
希
望

　
退
職
に
よ
つ
て
圓
浦
解
決
を
圓
る
べ
く
そ
の
募
集
を
始

　
め
る
と
共
に
そ
の
反
面
こ
れ
を
最
低
線
と
し
て
被
申
請

　
會
肚
に
封
し
希
望
退
職
の
締
切
日
の
延
期
方
を
要
求
し

　
た
が
容
れ
ら
れ
な
か
つ
た
た
め
で
あ
つ
て
當
時
既
に
希

　
望
退
職
者
が
多
敷
出
る
見
込
み
が
あ
つ
た
に
拘
ら
元

　
被
巾
請
會
肚
が
延
期
を
肯
じ
な
か
っ
た
態
度
こ
そ
納
得

　
出
來
な
い
も
の
が
あ
る
。

　
　
事
實
組
合
側
の
集
め
た
希
望
退
職
者
数
は
百
八
十
八

　
名
、
被
申
請
會
肚
で
集
め
た
も
の
を
加
え
れ
ば
同
月
二

　
↓
，
四
日
現
在
で
約
三
百
名
に
上
り
、
事
業
場
所
に
ょ
っ

　
て
は
豫
定
整
理
人
員
を
超
え
力
位
で
あ
る
か
ら
、
締
切

　
日
を
延
期
し
て
更
に
募
集
を
績
け
、
退
職
希
望
者
と
解

　
雇
豫
定
者
と
の
喰
い
違
い
に
つ
き
、
協
議
を
遂
げ
れ
ば

　
十
分
擁
…
決
の
つ
く
と
と
の
様
に
思
わ
れ
る
（
ち
な
み
に

　
昭
和
二
十
五
年
一
月
十
日
現
在
の
退
職
者
ー
解
通
一
承
認

　
し
た
者
を
含
む
ー
紬
敷
は
三
百
七
十
二
名
で
當
初
の
要

整
理
員
藪
約
三
百
七
＋
名
に
達
し
て
い
る
）
の
に
こ
れ

　
に
至
ら
な
か
つ
た
の
は
被
申
請
會
肚
が
組
合
を
輕
覗
し

　
て
自
案
を
固
執
し
た
た
め
却
っ
て
申
請
人
等
組
合
を
刺

　
戟
し
た
結
果
に
外
な
ら
な
い
。

　
　
以
上
論
断
の
埋
由
に
よ
り
本
件
解
雇
は
被
申
請
會
枇

　
の
就
業
規
則
第
十
七
條
に
違
反
す
る
無
奴
の
も
の
と
い

　
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

（
五
）
被
申
請
會
肚
は
本
件
解
雇
の
通
告
を
受
け
た
者
は

　
い
す
れ
も
被
申
請
會
肚
よ
り
離
職
読
明
書
の
交
付
を
受

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
け
、
こ
れ
よ
り
央
菜
保
瞼
給
付
を
受
け
て
い
る
か
ら
本

　
件
解
雇
を
承
認
し
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
本

　
件
解
雇
の
通
告
を
受
け
た
別
紙
目
録
の
記
載
の
者
は
無

　
條
件
で
被
申
請
會
駐
よ
り
離
職
謹
明
書
の
交
付
を
受
け

失
藁
瞼
の
給
付
を
受
争
い
る
の
で
ぼ
な
く
離
豊

　
明
書
の
交
付
を
求
め
る
に
當
り
解
雇
に
つ
き
紛
争
申
な

　
る
旨
の
記
載
宏
被
申
請
會
枇
は
こ
れ
を
拒
絶
し
た
の
で

　
關
係
當
局
に
封
し
係
争
中
な
る
旨
を
具
申
し
訴
訟
に
於

　
て
解
雇
が
無
奴
と
判
定
さ
れ
、
所
定
の
賃
金
の
支
佛
を

　
受
け
る
に
至
つ
た
揚
合
に
は
そ
の
内
よ
り
返
濟
す
る
旨

　
を
約
し
て
失
業
保
瞼
給
付
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
か

　
ら
本
件
解
雇
を
承
認
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。

二
、
假
塵
分
の
必
要
性
に
つ
い
て

　
解
雇
が
一
慮
無
敷
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
に
拘
ら
す
本

案
判
決
の
確
定
に
至
る
ま
で
賃
金
の
支
沸
を
受
け
ら
れ
す

ま
た
就
業
を
拒
否
せ
ら
れ
る
こ
と
は
螢
働
者
と
し
て
堪
え

難
い
苦
痛
で
あ
り
、
且
つ
今
・
日
の
就
曾
情
…
勢
下
に
於
て
は

三
離
職
す
る
と
容
易
に
他
に
就
職
し
得
な
い
こ
と
も
顯

著
な
事
實
で
あ
る
か
ら
蓄
財
の
な
い
別
紙
目
録
記
載
の
從

業
員
等
に
と
つ
て
は
正
に
死
活
の
問
題
で
あ
り
（
失
業
保

瞼
金
は
解
雇
が
無
奴
な
る
以
上
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
給
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
右

認
定
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
）
組
合
員
の
死
活
問
題
は
組

合
員
の
保
護
の
件
に
あ
た
る
申
請
人
等
組
合
に
と
つ
て
當

然
緊
急
の
關
心
事
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
の
み
な
ら
ナ
組
合

員
を
失
う
事
は
組
合
の
團
結
力
を
弱
め
組
合
自
騰
と
し
て

も
著
し
い
損
害
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
申
請
人
等
組

合
が
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
組
合
員
の
た
め
、
本
件
解
雇
の
敷

力
を
停
止
し
、
そ
の
身
分
を
從
前
の
そ
れ
に
復
す
る
假
の

地
位
を
定
め
る
假
虚
分
を
求
め
る
必
要
は
十
分
に
あ
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
は
當
事
者
双
方
の
提
出

し
た
疎
明
姿
料
に
基
く
一
慮
の
認
定
に
よ
る
判
断
で
あ
り

圭
文
の
如
く
決
定
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
昭
和
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

　
　
東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
十
部

　
　
　
裁
判
長
裁
判
官
古
　
山
　
　
宏

　
　
　
　
　
　
　
裁
判
官
今
村
三
郎

會
）　

納
同
盟

　
日
教
組

　
海
員
・

　
炭
　
努

　
蚕
日
通

　
重
電
機

　
私
鐵

　
都
勢
蓮

　
新
蚕
農
林

　
日
放
勢

O
新
産
別

（
四
頁
よ
り
）

メ
ン
バ
ー
は
左
の
通
り
（
盟
・
位
萬
）

三〇　　一ニー三一四二
〇L六六二五〇三四六〇

以
上
合
計
二
二
組
合

　
全
日
募

　
國
　
鐵

　
自
治
労
協

　
全
遮
從
組

　
全
籔
糸

　
電
　
産

」
全
　
鑛

　
硫
聾
蓮

　
全
映
演

○
全
石
勢

△
全
昔
電

四
四
三
・
八

五
〇

四
五

＝
二

二
〇

　
七一

四

　
七．

四

　
〇
・
．
五

　
一
・
三

　
〇
・
八

（
但
し
○
印
は
参

加
保
留
△
は
オ
ブ
ザ
ヴ
ー
派
造
）

　
武
藤
炭
勢
會
長
の
言
で
は
な
い
が
、
今
や
世
界
…
労
蓮
か

自
由
弊
連
か
、
の
段
階
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う

で
あ
る
。
総
評
も
は
つ
き
り
自
由
勢
蓮
支
持
を
う
ち
だ
し

て
い
る
。
共
産
薫
は
、
「
世
界
労
蓮
と
結
合
す
る
階
級
的

努
働
戦
線
統
一
の
た
め
全
勢
蓮
へ
結
集
す
る
C
と
」
を
指

示
し
て
い
る
。
目
前
の
三
月
闘
手
は
、
こ
の
二
つ
の
櫨
鮎

を
中
心
に
今
後
ジ
グ
ザ
グ
な
褒
展
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
　
「
憲
章
」
や
「
綱
領
」
で
は
な
く
、
具
髄
的
な
問

題
の
歳
置
の
仕
方
が
、
こ
の
二
つ
の
統
一
運
勤
の
漕
長
を

決
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

’
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新
制
高
稜
の
あ
り
方
に
つ
い

て

ー
鐵
鋼
散
育
封
策
委
員
會
の
意
見
具
申
ー

　
　
　
本
通
信
第
一
九
一
號
に
報
告
し
た
通
り
、
鐵
鋼
産
業
教

　
一
育
封
策
委
員
會
は
各
赴
か
ら
教
育
關
係
専
門
家
の
推
薦
を

　一　
　
受
け
左
記
の
通
り
の
顔
鯛
れ
で
縫
足
す
る
と
と
と
な
つ
た

　
　
が
、
本
委
員
會
の
議
題
ど
し
て
第
一
に
探
上
げ
ら
れ
る
に

覇
禦
難
譲
嚢
舗
灘

　
　
具
申
で
あ
る
。
巳
に
周
知
の
如
く
、
新
制
高
校
卒
業
者
の

　一　
　
不
評
、
．
殊
に
最
近
の
産
業
合
理
化
の
時
期
に
際
會
し
て
、

　
丸

　
　
皐
校
當
局
は
勿
論
、
吐
會
全
般
か
ら
見
て
も
重
大
問
題
で

　
　
あ
り
、
偶
々
之
等
卒
・
業
者
を
一
雇
傭
す
る
産
業
界
に
於
て
も

　
　
脚
微
硯
出
來
な
い
事
態
に
あ
る
。
偶
々
通
産
省
の
斡
旋
に
よ

　
　
り
、
去
る
二
月
初
、
文
部
省
の
職
業
数
育
及
び
職
業
指
導

　
　
審
議
＾
曾
の
分
科
會
（
工
業
、
商
業
、
農
業
）
が
設
置
ぜ
ら

　
・
　
れ
、
鐵
鋼
等
か
ら
日
鐵
の
島
村
渉
外
部
長
が
そ
の
委
員
に

　
　
依
囑
せ
ら
れ
た
の
で
、
去
る
二
月
二
十
八
日
第
一
回
の
會

　
　
A
口
を
持
ち
、
文
部
當
岡
局
の
係
官
か
ら
事
情
を
聴
y
取
す
る
と

　
　
共
に
急
遽
委
員
長
の
許
で
本
問
題
に
封
す
る
委
員
會
の
意

信　
　
向
を
取
纒
め
、
三
月
四
日
在
京
の
委
員
だ
け
の
會
合
を
も
．

通　
　
つ
て
若
干
修
正
の
上
別
掲
の
意
見
書
案
が
出
來
た
。
尤
も

務　
　
本
意
見
書
は
文
部
省
の
審
議
⑰
へ
提
出
の
關
係
か
ら
早
々

　
　
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
8
1
績
き
業
界
の
實
情
を
詳
細

　
　
研
究
し
て
逐
吹
具
申
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
の
で
、
今

鍋　
　
後
本
問
題
に
っ
い
て
業
界
一
般
か
ら
の
意
見
、
資
料
の
御

鐵　
　
提
出
を
委
員
禽
は
大
い
に
期
待
し
て
い
る
。

　
鐵
鋼
産
業
教
育
封
策
委
員
香
萎
員
（
順
不
同
、
略
敬
禰
）

　
　
（
委
員
長
）

「
25．3．20199號（9）

日
本
製
鐵

日
本
鋼
管

帥
戸
製
鋼
所

新
扶
桑
金
騙

川
崎
重
工
業

製
鐵
所

1
1
本
製
鋼
所

日
立
製
作
所

日
本
製
鐡

日
本
特
殊
鋼
管

日
本
鐵
鋼
蓮
連

同

渉
外
部
長

勤
勢
部
長

人
事
部
長

人
事
部
長

兵
庫
℃
場

勢
働
部
長

勤
勢
部
長

跡
勢
部
長

教
育
課
長

取
締
役

製
造
部
長

調
杏
局
長

勢
働
局
長

松申竹島

本井村村

精一・辰哲

一一 Y男夫

齊
　
藤

實

加見三

藤玉宅

康貫敏

作一道

黒
　
田
　
隆
　
之

森
　
山
　
達
　
郎

水
　
津
　
利
　
輔

（
以
上
十
一
名
）

「
新
制
高
校
の
あ
り
方
に

　
　
　
っ
い
て
の
業
界
意
見
」
案

一
、
職
業
教
育
及
び
職
業
指
導
審
議
會
の
組
織
及
び
機

能
の
充
實
限
化
と
都
道
府
縣
教
育
委
員
會
の
機
能
を
介
し

て
新
制
實
業
高
校
の
…
教
科
課
程
に
業
界
の
意
兇
を
強
く
反

映
さ
せ
る
こ
と
。

　
現
在
の
國
情
…
に
適
合
し
た
職
業
教
育
の
充
質
を
期
す
る

た
め
は
今
後
文
部
省
［
の
職
業
教
育
及
び
職
業
指
導
審
議
會

の
組
織
及
び
機
能
を
充
實
し
て
そ
の
活
動
を
活
澄
な
ら
し

め
る
要
が
あ
る
。
丈
部
省
の
行
政
範
固
と
し
て
は
教
科
課

程
の
大
綱
と
そ
の
達
成
す
べ
き
目
標
を
示
す
程
度
に
止
め

専
門
的
な
實
業
高
校
の
教
科
課
程
の
選
揮
及
び
配
分
比
に

關
し
て
は
産
業
別
、
地
域
的
な
特
色
を
生
か
す
よ
う
、
都

道
府
縣
教
育
委
員
會
の
組
織
機
能
を
活
用
し
、
業
界
の
意

見
を
強
く
反
映
す
る
よ
う
運
螢
ず
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る

　
二
、
日
本
産
業
構
造
の
長
期
的
見
透
し
に
立
脚
し
て
新

制
高
校
教
育
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
。

　
現
下
我
が
國
の
客
親
的
諸
情
勢
よ
り
考
え
て
産
業
復
興

再
建
及
び
楡
出
振
興
の
見
地
か
ら
、
新
制
高
校
の
致
育
特

に
そ
の
職
業
課
程
の
教
育
は
極
め
て
重
要
な
る
事
項
で
あ

る
。
経
濟
復
興
計
書
に
於
け
る
雇
用
計
書
の
申
心
問
題
は

「
出
來
る
だ
け
大
き
い
雇
用
量
と
出
來
る
だ
け
高
い
勢
働

生
塵
性
を
い
か
に
實
現
す
る
か
」
．
で
あ
つ
て
、
需
要
者
側

の
要
因
た
る
各
産
業
部
門
の
生
産
、
交
通
及
び
建
設
計
書

と
勢
働
生
産
性
の
高
さ
に
開
す
る
長
期
的
見
透
し
に
封
し

て
新
制
高
校
の
供
給
者
側
と
し
て
の
要
因
が
適
合
す
る
必

要
が
あ
る
。
日
本
ハ
如
く
人
口
の
相
封
的
過
剰
、
失
業
補

償
制
度
の
貧
弱
、
家
族
主
義
の
残
存
及
び
、
彪
大
な
る
中

小
企
葉
の
實
態
等
を
考
え
る
と
無
計
書
に
教
育
を
實
施
す

る
と
反
つ
て
失
業
者
の
檜
大
に
伴
う
鮭
會
不
安
を
助
成
し

途
に
経
濟
の
正
常
化
を
阻
害
す
る
結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う

故
に
新
制
高
校
生
徒
の
約
八
割
が
卒
業
後
直
ち
に
就
職
す

る
現
欺
を
考
え
て
、
日
本
簾
業
構
造
の
長
期
的
見
透
し
を
・

基
調
と
し
て
、
そ
の
雇
用
計
書
に
適
合
す
る
教
育
課
程
（
特

に
職
業
教
育
課
程
）
の
編
成
を
な
す
と
共
に
、
大
學
入
學

準
備
と
し
て
債
値
が
多
い
と
か
、
學
校
行
政
上
便
利
で
あ

る
と
い
う
の
で
な
～
聴
業
的
に
役
立
つ
産
業
別
實
業
高
校

の
再
出
嚢
を
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
、

　
三
、
産
業
別
工
揚
分
布
に
適
合
し
た
旅
業
別
實
業
高
校

の
計
叢
的
再
編
成
を
な
す
こ
と
。

　
新
制
高
等
卒
業
者
の
中
約
二
割
が
上
級
學
校
へ
進
學
す

る
も
の
で
残
り
約
八
割
は
卒
業
後
直
ち
に
就
職
し
て
い
る

殊
…
る
に
職
後
六
・
三
・
三
制
の
薪
…
教
育
鰐
糸
が
急
速
に
切

換
え
ら
れ
た
た
め
業
界
の
雇
傭
需
嬰
殊
況
と
は
無
關
係
に

綜
合
高
校
及
び
専
門
的
な
實
業
高
校
が
再
出
褒
す
る
と
共

に
、
一
職
業
課
程
教
育
の
中
心
た
る
一
質
脅
が
工
揚
及
び
現
揚

作
業
と
結
び
つ
か
す
容
に
浮
い
て
る
状
態
で
あ
る
。
塵
業

’
θ
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別
高
校
卒
業
者
の
就
職
の
實
態
は
産
業
別
工
場
分
布
と
不

可
分
の
關
係
に
あ
る
べ
き
で
あ
つ
て
工
場
及
び
職
業
の
分

布
に
適
合
し
た
再
編
成
を
必
要
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
製
鐵
「
メ
ー
ヵ
1
し
所
在
地
々
域
に
鐵
治
金
高
等

學
校
、
茨
鑛
業
地
域
に
炭
鍍
高
等
畢
校
の
如
く
バ
そ
の
地

方
の
産
業
分
布
に
慮
じ
た
職
業
高
校
を
設
置
す
る
と
す
れ

ば
在
畢
中
の
實
習
及
び
就
職
に
開
し
て
極
め
て
圓
滑
に
學

校
と
職
場
と
の
結
合
が
行
わ
れ
る
己
と
に
な
る
。

　
四
、
新
制
高
校
卒
業
者
の
就
職
後
の
地
位
及
び
配
置
を

考
慮
し
て
教
科
課
程
の
内
容
を
決
定
ず
る
こ
と
。

　
新
制
高
校
生
徒
の
教
科
課
程
の
内
容
を
ど
う
す
る
か
、
は

そ
の
卒
業
後
何
れ
の
方
向
に
就
職
し
又
就
職
後
の
職
階
及

び
配
置
如
何
に
よ
つ
て
大
い
に
左
右
さ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
六
・
三
・
三
制
實
施
後
各
・
曾
就
、
工
場
、
事
業
場
の
新
制

・
高
校
生
の
雇
傭
條
件
は
匿
々
で
あ
る
が
、
作
業
員
（
肉
艦

的
勢
働
者
）
と
し
て
出
褒
せ
し
め
、
技
能
識
1
1
及
び
人
格

の
．
向
上
に
件
い
職
長
（
日
本
で
は
肉
鎧
勢
働
が
一
一
割
乃
至

四
割
知
能
努
働
が
六
割
乃
至
八
割
）
及
び
監
督
指
導
者
の

線
に
置
く
方
向
に
あ
る
、
又
或
る
會
肚
で
は
直
ち
に
技
術

員
，
事
務
員
と
し
て
探
用
す
る
所
も
あ
る
が
、
斯
か
る
黙

を
業
種
別
に
調
査
し
て
、
、
實
情
に
適
合
し
た
教
科
課
程
の

内
容
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
鐵
鋼
産
業
と
し
て

は
企
業
集
中
度
が
高
く
分
業
が
高
度
化
し
て
い
る
勲
を
考

え
る
と
、
各
職
種
別
に
企
業
と
し
て
期
待
す
る
職
種
6
0
技

　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

能
基
準
「
別
紙
第
一
略
」
に
照
慮
す
る
教
科
課
程
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
ロ

を
組
み
替
え
る
必
要
が
あ
る
。
工
業
に
關
す
る
職
業
教
科

（
實
習
を
含
む
）
の
阜
位
数
と
教
養
學
科
の
軍
位
数
の
配

分
比
、
教
材
の
選
び
方
及
び
實
忽
に
於
け
る
現
場
作
業
と

の
關
連
に
關
し
て
再
楡
討
の
要
あ
り
と
思
は
れ
る
。

　
五
、
新
制
高
校
工
業
科
課
程
の
内
容
に
業
界
の
要
望
を

反
映
せ
さ
こ
と
。
　
－

　
ω
　
新
教
科
課
程
で
卒
業
に
必
要
な
箪
位
藪
を
八
五
と

　
　
し
て
い
る
こ
と
は
、
教
養
墨
科
と
職
業
學
科
に
必
要

　
　
な
目
標
を
充
分
槍
討
の
上
組
立
て
ら
れ
た
結
果
で
あ

　
　
ろ
う
が
、
こ
れ
を
職
業
科
設
置
の
學
校
に
於
け
る
實

　
　
際
の
経
験
に
つ
い
て
見
る
と
非
…
常
な
る
拘
束
と
な
り

　
　
殊
に
職
業
科
實
習
時
間
の
不
足
を
訴
え
る
向
が
多
い

　
　
と
聞
く
。
職
業
高
等
學
校
に
於
て
教
科
課
程
を
組
む

　
　
場
合
と
し
て
は
先
づ
こ
れ
に
必
要
な
る
教
養
課
程
の

　
　
範
團
と
程
度
が
自
ら
教
養
學
科
と
は
異
る
も
の
で
あ

　
　
ろ
う
。
例
え
ば
機
械
科
を
志
望
す
る
も
の
に
封
す
る

　
　
英
語
は
技
術
語
を
習
得
し
「
ハ
ン
ド
ブ
ツ
ク
」
を
理

　
　
解
す
る
こ
と
で
足
り
文
學
的
な
素
養
を
必
要
と
し
な

　
　
い
。

　
　
治
金
科
に
必
要
な
る
敷
學
は
数
學
全
般
の
課
程
を
強

　
　
制
す
る
必
要
は
な
い
。
要
は
職
業
學
科
の
主
目
的
に

　
　
關
係
あ
る
教
養
課
程
を
實
地
慮
用
の
見
地
か
ら
限
定

　
　
し
、
徒
ら
に
基
礎
的
教
養
課
程
の
高
度
な
學
修
に
拘

　
　
泥
せ
ナ
、
　
「
技
術
學
科
を
理
解
す
る
た
め
の
手
段
」

　
°
と
し
て
の
…
数
學
、
物
理
、
化
墜
で
あ
れ
ば
良
い
。
從

　
　
っ
て
生
じ
た
時
間
的
飴
裕
を
費
習
に
向
け
、
業
界
の

　
　
要
望
す
る
知
識
技
能
者
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。

　
②
　
右
の
様
な
教
科
課
程
の
編
成
に
封
し
て
ぼ
、
卒
業

　
　
後
就
職
に
も
支
障
な
く
上
級
大
培
へ
の
進
學
も
可
能

　
　
な
る
よ
う
二
途
を
ね
ら
つ
て
い
る
現
状
で
あ
る
が
こ

　
　
れ
が
た
め
申
途
牛
端
の
結
果
に
陥
る
お
そ
れ
が
多
い

　
　
故
に
職
業
學
狡
（
＜
o
o
自
±
o
目
巴
出
這
犀
ω
Ω
犀
0
9
）

・
と
技
術
學
校
（
ぱ
o
げ
昆
n
巴
団
這
げ
ω
o
げ
o
o
】
）
と
の

　
　
申
問
を
ね
ら
う
事
な
く
、
原
則
と
し
て
く
0
6
餌
江
σ
目
・

　
　
巴
出
品
げ
ω
o
げ
o
巳
に
切
換
え
そ
の
一
部
の
進
學
に

　
　
つ
い
て
は
再
教
育
機
闘
を
別
途
考
え
る
要
が
あ
る
。

　
　
從
っ
て
職
業
學
科
を
基
礎
と
し
て
、
例
え
ば
電
氣
科

　
　
に
於
て
は
電
氣
に
通
じ
た
教
官
か
ら
専
門
學
科
を
敦

　
　
え
．
る
過
程
に
於
て
之
を
理
解
さ
せ
る
に
必
要
な
る
基

　
＼
礎
學
科
を
折
込
ん
で
指
導
し
て
行
く
こ
と
が
望
ま
し

　
　
い
。
、
從
つ
て
教
育
と
し
て
は
基
礎
的
一
般
罷
系
を
も

　
　
理
解
し
更
に
専
門
學
校
を
「
マ
ス
タ
ー
」
し
そ
の
實

　
　
際
的
開
連
性
を
充
分
持
つ
た
人
が
適
當
で
あ
り
教
科

　
　
書
も
と
の
線
に
浩
つ
て
編
纂
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
。

　
六
、
地
域
別
に
米
國
の
く
O
n
①
認
0
5
巴
出
品
ば
ω
n
庁
o
O
一

に
準
擦
し
た
日
o
臼
〇
一
〇
り
o
げ
o
o
一
の
設
置
を
要
望
す
る
こ

と
。　

現
在
の
新
制
高
校
の
あ
り
方
は
職
業
教
育
と
共
に
上
級

大
學
へ
の
進
學
を
假
定
し
た
教
科
課
程
を
組
ん
で
あ
り
、

職
業
教
育
は
「
廣
く
淺
き
」
に
失
す
る
憾
み
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
業
界
と
し
て
は
「
職
業
的
に
役
立
つ
」
人
即
ち

寧
ろ
卒
業
後
接
鯛
す
る
範
園
の
も
の
を
或
程
度
深
く
求
め

て
い
る
た
め
、
米
國
の
く
o
o
餌
±
o
昌
巴
口
蒔
江
む
り
o
庁
o
o
一

の
如
き
産
業
別
實
業
學
校
に
切
換
え
る
と
共
に
例
え
ば
東

京
、
大
阪
、
祠
戸
、
汎
幡
の
如
き
工
業
都
市
に
地
域
的
特

色
を
生
か
し
た
者
o
烏
o
一
〇
〇
〇
庁
o
O
一
を
設
け
る
こ
と
を
切

望
す
る
。
工
場
實
習
、
工
場
よ
り
の
…
講
師
派
遣
、
及
び
就

職
の
便
宜
等
需
要
者
側
と
供
給
者
側
の
努
力
に
よ
つ
て
こ

の
】
≦
o
色
o
】
0
◎
o
げ
O
o
一
の
質
現
と
そ
の
成
果
は
新
制
高
校

教
育
の
あ
り
方
に
極
め
て
意
義
深
い
示
唆
を
投
げ
か
け
る

で
あ
ろ
う
。

　
七
、
職
業
教
育
の
中
心
で
あ
る
實
習
に
關
す
る
諸
問
題

を
合
法
的
に
解
決
す
る
こ
と
。
新
制
高
校
の
職
業
課
程
の

　
　
　
　
　

基
準
に
「
二
工
業
に
關
す
る
課
程
に
お
い
て
は
、
工
業
に

　
　
　
　
く

關
す
る
教
科
三
十
軍
位
以
上
を
必
修
と
し
、
そ
の
中
に
，
は

實
習
を
十
阜
付
以
上
實
習
以
外
の
工
業
に
闘
す
る
教
科
を

十
軍
位
以
上
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
と
規
定
し
て
あ
る
。
文

部
省
と
し
て
實
習
を
職
業
教
育
の
中
心
と
考
え
て
い
る
の

に
封
し
て
、
企
業
側
と
し
て
は
實
習
に
闘
し
て
次
の
如
き

解
決
を
要
す
る
問
題
が
あ
る
。
即
ち
賞
習
場
と
し
て
工
場

、

’

゜
令

’

［
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㌃
利
用
す
・
・
と
捧
三
経
馨
側
及
鼻
竃
合
側

か
ら
見
て
作
業
の
邪
魔
に
な
つ
た
り
、
災
害
が
起
つ
た
場

合
災
害
補
償
を
業
界
が
負
婚
す
べ
き
か
、
叉
實
務
教
育
に

於
け
る
教
師
の
数
ど
教
育
e
主
導
性
を
何
れ
が
果
す
か
等

の
問
題
が
あ
る
。
と
れ
等
に
封
し
て
文
部
省
通
産
省
及
び

．
…
労
働
省
と
も
協
議
し
て
「
勢
基
法
」
と
の
開
蓮
を
考
慮
し
゜

實
習
準
則
の
如
き
も
の
で
規
定
し
置
く
必
要
が
あ
る
。

　
八
，
新
制
高
校
の
職
業
課
程
に
於
て
到
達
す
ぺ
き
具
艘

的
目
標
は
業
界
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
と
と
。

　
文
部
省
學
校
教
育
局
で
案
聲
中
の
「
職
業
課
程
に
於
て
’

到
達
す
’
ぺ
き
目
X
賠
的
圏
標
案
」
は
業
界
と
b
て
極
め
て
關

心
を
寄
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
別
紙
第
一
に
示
す
職
種

別
技
能
基
推
†
（
こ
の
表
は
八
幡
…
製
鐡
所
教
脅
所
普
通
科
絡

了
時
に
於
け
る
一
級
工
即
ち
役
付
工
（
フ
オ
ア
マ
ン
）
の

技
能
基
準
で
あ
る
）
の
如
き
も
の
を
各
業
種
別
に
求
め
、

こ
れ
等
を
参
考
と
し
て
具
髄
的
目
標
を
指
示
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。
教
科
課
程
の
鼠
位
数
の
選
鐸
は
各
學
校
の
諸

欣
況
を
考
慮
し
て
こ
の
具
髄
的
目
標
に
合
致
す
る
よ
う
柔

軟
性
を
持
た
せ
る
方
が
寧
ろ
質
敷
が
學
が
る
で
あ
ろ
う
。

備
考
　
文
部
省
で
作
ら
れ
て
い
る
職
業
墨
科
課
程
の
各
學

　
　
年
に
於
て
到
達
す
べ
き
具
鎧
的
目
標
案
（
例
え
ば
電

　
　
力
の
如
し
）
は
こ
れ
を
文
部
省
の
み
の
計
書
で
實
施

　
　
に
移
す
こ
と
な
く
一
隠
通
産
省
を
通
し
て
産
業
界
の

　
　
意
見
を
求
む
る
ζ
と
が
望
ま
し
い
。

　
九
、
中
小
企
業
の
た
め
協
同
學
校
（
6
9
8
Φ
叶
①
江
く
Φ

ω
合
O
O
一
）
を
設
置
し
、
こ
れ
に
封
し
て
教
育
補
助
費
を

出
す
こ
と
。

　
原
則
と
し
て
現
在
の
新
制
高
校
の
あ
り
方
と
し
て
は
、

’

　
　
　
～
．
’
・
・
．
．
．
奉
・
．
魯
宜
．
．
・
己
．
．
．
3
・
’
．
．
ξ
‘
．
．
右
…
．
．
．
・
・
吉
．
．
冶
＝
・
．
．
ξ
・
・
．
・
・
c
・
庄
・
ξ
せ
＝
・
ξ
、
：
・
c
…
°
爲
゜
・
c
°
q
°
・
5
°
°
・

　
　
　
声
　
　
　
　
S
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎞

　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
゜

　　

@岬

@
法
－
律
　
相
　
談
　
い

　
可

　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌔

　
認

　
物

　
便

　
郵
　
　
◎
組
合
専
從
直
前
の
就
業
規
則
違
反
と
解
雇

躍
（
問
）
組
ム
・
嚢
者
を
麩
爵
養
で
嚢
解
雇
し
た

　
第
　
場
合
同
じ
ぐ
専
從
者
就
佳
直
前
に
稜
生
し
た
就
業
規
則
違

　
田
　
　
　
反
（
勤
務
に
不
熱
心
叉
は
勤
務
に
就
か
な
い
者
。
他
人
の

　
彫
　
　
　
業
務
を
妨
げ
た
者
。
上
司
の
指
示
命
令
に
反
抗
し
た
者
。

　
コ

　
　
　
そ
の
他
に
該
當
す
る
も
の
と
し
て
）
に
よ
り
就
任
早
々
懲
・

　
峰

　
　
　
戒
解
雇
し
た
揚
合
等

　
稲

昭
地
蒙
は
、
不
舅
働
行
爲
に
乞
と
判
季
る
黍

　
　
　
が
濃
厚
で
あ
る
が
、
果
し
て
不
當
勢
働
行
爲
に
な
る
で
せ
’

　
　
　
う
か
。
　
　
　
　
、
臨
　
　
．

　
　
　
（
答
）
組
合
専
從
者
と
難
も
一
般
の
解
雇
基
準
に
該
當
す

　
①

　
σ

　
　
　
る
揚
合
は
就
業
規
則
に
照
ら
し
塵
断
す
る
事
が
出
來
る
こ

　
　
一
と
は
當
然
で
あ
つ
て
、
決
し
て
専
從
護
に
不
墓
働
行

　
　
　
　
↑

註
雛
誤
灘
訂
緊
議
贈
醜
籔
麗
O

こ
と
が
大
い
に
必
要
で
あ
る
巳
業
界
と
し
て
は
こ
れ
に
封

　
し
て
「
直
ち
に
役
立
つ
」
教
育
を
要
望
す
る
む
け
で
（
七
▽

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
に
於
て
述
べ
た
よ
う
ユ
な
ロ
自
O
△
巴
ω
O
犀
O
巳
の
｛
貫
現
を
望

　
ん
で
い
る
。
　
＜
0
8
江
騨
ロ
巴
出
這
げ
ω
6
●
o
巳
の
新
褒
足

　
が
具
現
化
ず
る
ま
で
は
新
制
高
校
卒
業
者
を
受
入
れ
た
後

．
各
企
業
で
職
能
再
教
育
を
實
施
ナ
る
必
要
が
あ
る
。
大
企

業
に
於
い
て
は
職
能
教
育
を
實
施
す
る
設
備
（
例
え
ぱ
八

幡
教
脅
所
）
を
有
す
る
が
申
小
企
業
の
如
く
再
教
育
を
咋

別
賓
本
で
實
施
不
可
能
な
る
も
の
に
於
て
は
地
域
別
に
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

議
し
て
協
同
學
校
（
8
・
名
Φ
§
冨
ω
合
旦
）
を
設
け

職
能
…
教
育
を
行
う
制
度
を
確
立
す
る
要
が
あ
る
。
こ
の
際

そ
の
普
通
學
科
は
そ
の
地
方
の
高
等
學
校
へ
委
囑
し
實
技

指
導
は
各
工
場
で
行
う
や
り
方
に
し
、
財
政
的
に
は
政
府

が
教
育
補
助
費
を
出
す
こ
と
に
し
て
ぱ
ど
う
か
。

　
十
、
・
新
制
高
校
職
業
墨
科
旛
任
教
官
の
工
場
實
習
制
度

を
確
立
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
〉

　
　
「
新
制
高
校
の
教
科
課
程
は
固
定
的
な
も
の
で
な
く
常

に
。
れ
を
繰
り
返
し
て
欝
吟
味
し
て
行
き
、
時
勢
竃

遷
と
共
に
改
め
て
行
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
新
制
高
校
職

業
學
課
の
旛
任
教
官
は
か
入
る
要
望
に
答
え
る
た
め
講
義

望
實
脅
が
實
際
の
業
界
の
動
向
と
軌
を
一
つ
に
す
る
よ
う

休
暇
等
を
利
用
し
て
工
揚
實
習
を
必
要
と
す
る
。
で
き
れ

雀
科
卒
業
生
の
7
ン
7
ン
」
制
度
の
よ
う
に
高
校
職

業
學
科
の
教
官
の
任
用
資
格
と
し
て
在
學
中
叉
は
學
校
卒

業
直
後
六
ケ
月
乃
至
一
年
の
工
揚
實
習
を
行
う
規
定
が
設

け
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

爲
に
な
る
わ
け
が
な
い
と
思
う
。

　
ま
た
、
専
從
前
の
事
由
を
以
て
、
専
從
期
間
中
に
懲
戒

解
雇
さ
れ
た
揚
合
、
　
　
、

　
解
雇
は
専
從
就
任
早
々
で
あ
つ
て
も
手
績
等
に
日
数
を

要
す
る
事
は
當
然
で
何
等
悪
意
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、

即
ち
今
迄
不
問
に
附
し
て
お
い
た
も
の
を
わ
ざ
く
古
傷

を
探
し
て
懲
戒
解
雇
し
た
も
の
で
な
い
限
り
は
不
當
勢
働

行
爲
は
成
立
し
な
い
。
　
　
　
　
　
　
・

　
故
に
］
専
従
期
間
中
で
あ
つ
て
も
懲
戒
解
雇
は
出
來
る
と

解
す
る
、
し
か
し
そ
れ
は
從
業
員
と
し
て
の
身
分
に
反
す

る
行
爲
が
な
く
て
は
な
ち
な
い
。

．
本
問
題
の
解
雇
理
由
が
會
肚
の
言
う
通
り
で
あ
り
ぱ
不

當
勢
働
行
爲
と
な
る
恐
れ
は
な
い
。
唯
若
し
解
雇
す
る
た

め
に
わ
ざ
ノ
＼
理
由
を
附
し
た
と
し
た
な
ら
ば
別
で
あ
る

　
要
は
事
實
認
定
の
問
題
多
分
に
あ
る
と
思
う
。

ゼ

’

、

、
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一

住
宅
金
融
公
庫
法
案
に
封
し
雨
院
へ
請
願

　
　
”
　
々
　
　
　
ー
日
経
連
を
通
じ
他
業
種
と
提
携
し
て
ー

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
V

　
住
宅
問
題
に
闘
し
て
は
業
界
で
ぱ
久
し
い
以
前
か
ら
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ

策
に
努
力
し
績
け
て
來
た
が
、
漸
く
昨
二
十
四
年
度
に
於

　
て
通
産
省
で
探
上
げ
、
設
備
資
金
の
一
部
と
し
て
融
資
甥

、
象
と
な
つ
た
が
ど
れ
も
微
々
た
る
も
の
に
過
ぎ
す
、
昨
年

　
暮
頃
よ
り
住
宅
金
融
の
資
金
融
通
ゐ
見
透
が
つ
い
た
の
で

　
二
十
五
年
度
に
於
て
は
い
よ
い
よ
木
問
題
の
解
決
を
期
待

し
て
婁
肇
あ
る
が
・
本
年
5
入
つ
て
急
に
關
係
當
局

　
の
意
向
と
し
て
給
與
住
宅
は
封
象
と
し
な
M
と
い
、
う
線
で

　
企
書
が
樹
て
ら
れ
．
各
冠
の
計
書
し
つ
入
あ
つ
た
註
宅
建

　
設
に
麿
じ
得
な
い
事
態
と
な
つ
て
來
た
の
で
、
二
月
十
五

　
目
の
努
働
専
門
委
員
禽
に
提
案
の
結
果
、
そ
の
封
策
決
定

　
キ
中
央
勤
勢
主
管
者
會
議
に
一
任
と
な
り
、
二
月
二
十
四

　
日
に
は
本
蓮
盟
で
封
策
委
員
會
を
持
ち
、
更
に
三
月
七
日

　
の
中
央
勤
一
労
主
管
者
會
H
議
で
協
議
の
結
果
、
本
法
案
に
封

．
す
る
態
度
を
左
記
請
願
文
要
旨
の
通
力
決
定
、
叉
日
経
蓮

　
に
も
之
れ
を
持
込
み
、
他
業
種
別
團
艦
と
も
協
調
の
上
議

　
會
及
び
政
蕪
方
面
に
働
き
か
け
る
こ
と
入
な
つ
た
。

　
　
佳
宅
金
融
公
庫
法
案
に
關
す
る

　
　
　
請
願
の
件
（
要
旨
）

　
鐵
鋼
業
に
お
け
る
勢
務
者
用
佳
宅
の
不
足
は
、
す
で
に
，

昨
年
度
（
昭
和
二
十
三
年
度
）
よ
り
問
題
と
せ
ら
れ
當
時

　
　
　
　
　
　
　
ひ

鐵
鋼
百
二
十
寓
噸
生
産
途
行
の
た
め
商
工
省
の
設
置
し
た

鐵
鋼
増
薦
協
議
會
に
お
い
て
も
、
佳
宅
不
足
は
鐵
鋼
増
産

を
阻
害
す
る
根
本
的
原
因
の
一
つ
と
し
一
審
議
検
討
せ
ら

れ
た
の
で
あ
り
、
昭
和
二
十
五
年
度
で
は
、
約
二
萬
二
千

名
の
努
務
者
を
牧
容
す
べ
き
佳
宅
の
建
設
が
要
請
せ
ら
れ

て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
こ
の
度
政
府
が
百
五
＋
億
圓
の
資
金
を
も
つ
て
佳
宅
金

融
公
庫
を
新
設
し
住
宅
問
題
の
計
書
的
解
決
を
計
ら
ん
と

期
さ
れ
た
こ
と
は
、
誠
に
機
宜
に
適
し
た
る
措
置
と
考
え

ら
れ
、
鐵
鋼
業
界
を
禦
げ
て
こ
れ
に
期
待
し
て
い
る
。

　
し
か
る
に
そ
の
計
書
の
構
想
は
一
般
佳
宅
の
建
設
で
あ

り
、
産
業
を
螢
む
企
業
麗
が
努
務
者
用
給
與
佳
宅
建
設
の

た
め
公
庫
よ
り
融
資
を
受
け
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な

い
。
か
く
て
は
資
金
的
に
錬
裕
の
あ
る
商
家
そ
の
他
中
産

階
級
一
般
は
こ
の
計
葺
の
恩
恵
に
浴
し
得
る
と
し
て
も
公

庫
の
目
的
と
す
る
國
民
大
衆
は
到
底
ζ
れ
を
利
用
し
得
す

　
　
ザ

と
く
に
わ
が
國
産
業
の
復
興
と
緊
密
な
る
關
係
に
立
つ
勤

勢
大
衆
の
住
宅
不
足
は
、
こ
れ
を
以
て
は
殆
ど
解
決
し
得

ざ
る
も
の
と
推
擦
さ
れ
る
。

　
わ
れ
く
は
以
上
の
理
由
に
基
き
、
現
在
政
府
の
計
書

中
で
あ
る
荘
宅
金
融
公
庫
法
案
に
封
し
全
面
的
に
は
賛
同

、

、

し
難
い
の
で
あ
つ
て
、
國
會
が
本
法
案
を
審
議
せ
ら
る
玉

に
當
つ
て
は
、
本
法
案
中
に
示
さ
れ
だ
融
資
封
象
の
申
に

是
非
と
も
國
家
経
濟
再
建
に
必
要
と
す
る
産
業
の
企
業
髄

を
加
え
ら
れ
、
本
法
案
が
目
的
と
す
る
國
民
大
衆
の
佳
宅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
、

問
題
解
決
を
實
際
上
實
現
さ
れ
た
い
。

・
し
か
し
乍
ら
諸
般
の
菖
よ
り
か
玉
る
基
本
方
針
の
麺

更
が
至
難
で
あ
る
場
合
に
於
て
は
、
や
む
を
得
ざ
る
手
段

と
し
て
、
そ
の
運
螢
に
當
り
、
努
務
者
佳
宅
不
足
の
實
態

を
十
二
分
に
把
握
ぜ
ら
れ
た
上
、
本
法
が
そ
の
解
決
に
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

し
て
極
め
て
奴
果
的
な
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
左
記
諸
鮎

に
留
意
せ
ら
れ
、
わ
れ
く
の
希
望
を
實
質
的
に
浦
た
さ

る
入
よ
う
に
御
配
慮
を
請
…
願
す
る
。

　
　
　
　
　
記

　
一
、
公
庫
よ
り
の
佳
宅
建
設
資
金
貸
出
に
當
っ
て
は
、

貸
出
順
位
を
定
め
、
國
家
経
濟
再
建
め
た
め
必
要
と
す
る

違
業
部
門
に
特
に
重
黙
的
に
住
宅
の
建
設
せ
ら
る
入
よ
う

措
置
す
る
こ
と
。

．
二
、
同
じ
く
貸
出
し
に
當
り
、
使
用
者
が
敷
地
及
債
務

　
ア

に
閥
し
保
讃
を
な
し
た
勢
務
者
に
封
し
て
は
、
特
に
優
先

酌
取
扱
を
な
す
こ
と
。

　
三
、
使
用
者
が
敷
地
及
債
務
に
闘
し
保
謹
し
た
る
努
務

者
が
貸
付
金
に
係
る
佳
宅
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
一
時

償
還
を
す
る
こ
と
な
じ
に
、
使
用
者
又
は
使
用
者
の
保
設

す
る
個
人
に
封
し
て
譲
渡
し
得
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

　
四
、
本
法
案
の
蓮
螢
細
目
の
狭
定
に
當
つ
て
は
、
廣
く

輿
論
を
聴
取
し
、
殊
に
産
業
に
從
事
す
る
も
の
の
意
見
を

充
分
反
映
し
得
る
ご
と
ぐ
、
民
主
的
機
關
を
設
置
し
て
こ

れ
に
諮
る
こ
と
。

　
三
月
初
旬
住
宅
金
融
公
庫
法
案
（
四
十
八
ケ
條
）
が
成

案
と
な
つ
て
い
る
が
、
要
旨
は
左
掲
の
要
綱
（
抄
）
及
び

實
施
方
針
に
盛
込
ま
れ
て
い
る
の
で
紙
面
の
都
合
で
法
案

は
省
略
す
’
る
。
　
’
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
一
住
宅
金
融
公
庫
法
案
要
綱
案

　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
建
設
省
住
宅
局
　
　
ぜ

⌒
目
的
）
　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
　
住
宅
金
融
公
庫
は
、
國
民
大
衆
が
健
康
で
文
化
的

　
な
生
活
を
螢
む
に
足
る
住
宅
の
建
設
に
必
要
な
資
金
で

　
銀
行
そ
の
他
一
般
の
金
融
機
關
が
融
通
す
る
て
と
を
困

　
難
と
す
る
も
の
を
融
通
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
方

（
法
人
格
）

第
二
　
佳
宅
金
融
公
庫
（
以
下
「
公
庫
」
と
い
う
。
）
は
、
　
、

　
公
法
上
の
法
人
と
す
る
。
　
●

（
事
務
所
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

’
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第
三
　
公
庫
は
、
主
た
る
事
務
所
を
東
京
都
に
置
ぐ
。

2
　
公
庫
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
必
要
な
地

　
ら
從
た
る
事
務
所
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

’
（
資
本
金
）
　
　
　
　
一

第
四
　
公
庫
の
資
本
金
は
、
五
十
億
と
し
、
政
府
が
そ
の

　
金
額
を
出
資
す
る
。

2
　
公
庫
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
．
主
務
大
臣
の
認
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
を
受
け
て
、
そ
の
資
本
金
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る

3
　
政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
庫
が
そ
の
資
本

　
金
を
婚
加
す
る
場
合
に
お
い
±
は
、
豫
算
に
定
め
る
金

　
額
の
範
園
内
で
、
公
庫
に
出
賓
す
る
ζ
と
が
で
き
る
。

4
政
府
は
、
米
國
封
日
援
助
見
返
資
金
を
第
＋
一
條
第

　
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
財
源
に
使
用
さ

　
せ
る
た
め
、
米
國
封
日
援
助
見
返
資
金
特
別
會
計
か
ら
　
、

　
公
庫
に
封
し
、
豫
算
に
定
め
る
金
額
の
範
園
内
で
必
要

　
な
金
額
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
碕
。
　
　
　
　
　
　
．

㍉
公
庫
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
米
國
封
日
援
助
見
返
資

　
金
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
金

　
額
に
相
営
す
る
金
額
に
つ
い
て
、
第
三
項
の
規
定
に
よ

　
る
政
府
の
出
資
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

（
非
課
税
）

第
五
　
公
庫
に
ぱ
、
・
所
得
税
及
び
法
人
税
を
課
さ
な
い
。

2
　
地
方
公
共
團
髄
は
、
公
庫
に
封
し
て
、
地
方
税
の
一

　
部
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
役
員
）

第
六
　
公
庫
に
、
役
員
と
し
て
、
蕊
裁
一
人
、
，
理
事
五
人

　
以
内
及
び
監
事
二
人
以
内
を
置
く
り

　
（
役
員
の
任
命
）
　
　
、

第
七
　
綿
裁
及
び
監
事
は
、
内
閣
の
承
認
を
得
て
主
務
大

　
臣
が
任
命
す
る
。

2
　
理
事
は
、
総
裁
が
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
任
命

　
す
る
」

　
（
役
員
の
任
期
）
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
冶

第
八
　
線
裁
、
°
理
事
及
び
監
事
の
任
期
は
、
四
年
と
す
る

　
但
し
、
最
初
の
任
命
に
か
か
る
理
事
吻
う
ち
二
人
及
び

　
監
事
の
う
ち
一
人
の
任
期
は
そ
れ
ぞ
れ
二
年
と
す
る
。

（
役
員
及
び
職
員
の
給
與
）

第
十
　
公
庫
の
役
員
及
び
職
員
は
、
　
一
般
職
の
國
家
公
務

　
員
と
し
て
の
給
與
を
受
け
る
。
但
し
、
総
裁
は
、
公
庫

　
の
役
員
及
び
職
員
に
封
し
て
、
そ
の
俸
給
綿
額
の
百
分

　
の
十
に
相
當
す
る
金
額
を
こ
え
な
い
範
園
内
に
お
い
て

　
主
務
大
臣
の
承
認
を
得
て
特
別
手
當
を
支
給
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

黛
務
の
範
園
）

第
十
一
　
公
庫
は
、
第
〔
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た

　
め
、
左
に
掲
げ
る
者
に
封
し
、
住
宅
の
建
設
叉
は
新
築

　
住
宅
の
購
入
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
の
業
務
を
行
う
。

　
一
・
自
ら
居
佳
す
る
た
め
住
宅
を
必
要
と
す
る
者

　
二
　
佳
宅
組
A
口
法
（
大
正
十
年
法
律
一
弟
六
十
六
締
｝
〉
に

　
　
よ
る
佳
宅
組
合

　
三
　
自
ら
居
佳
す
る
た
め
住
宅
を
必
要
と
す
る
者
に
調

　
　
し
佳
宅
を
建
設
し
て
賃
貸
す
る
事
業
を
行
う
會
吐
そ

　
　
の
他
の
法
人

2
　
公
庫
は
．
前
項
各
號
に
掲
げ
る
者
が
、
佳
宅
の
建
設

　
叉
は
購
入
に
附
随
し
て
新
た
に
土
地
叉
は
借
地
権
の
取

　
得
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
土
地
叉
は
借
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
権
の
取
得
に
必
要
な
費
金
を
當
該
佳
宅
の
建
設
叉
ぱ
購

　
入
に
必
要
な
資
金
に
あ
わ
ぜ
て
貸
付
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

3
　
公
庫
は
、
前
三
項
に
規
定
す
る
業
務
の
外
、
主
務
大

　
臣
の
承
認
を
得
て
、
左
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

　
一
　
佳
宅
の
設
計
及
び
工
事
に
關
す
る
指
導

　
一
一
　
住
宅
の
建
設
に
！
必
要
な
土
拠
又
は
借
地
権
の
取
得

　
　
に
關
す
る
斡
旋
・

　
三
　
貸
付
金
の
回
牧
に
關
蓮
し
て
取
得
し
た
住
宅
叉
は

　
　
土
地
若
し
く
は
借
地
灌
の
管
理
及
び
虚
分

（
業
務
の
委
託
）

第
十
ご
　
公
庫
は
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
公
庫
の

妻
務
を
委
託
す
る
に
必
要
で
且
つ
適
切
な
組
織
と
能
力

　
を
有
す
る
銀
行
に
封
し
、
公
庫
の
貸
付
に
闘
す
る
申
込

　
の
．
受
理
及
び
審
査
、
資
金
の
貸
付
、
元
利
金
の
回
牧
そ

　
の
他
貸
付
及
び
回
牧
に
關
す
る
業
務
を
、
地
方
公
共
團

　
罷
に
…
封
し
、
資
金
の
貸
付
に
關
し
必
要
と
認
め
る
佳
宅

　
の
建
設
工
事
の
審
査
を
委
託
す
’
る
こ
と
が
で
き
る
。
但

　
し
、
貸
付
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
て
の
限
り
で
な
い
。

2
　
公
庫
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
を
委
託
し
た
揚

合
に
‡
て
は
、
當
該
業
務
の
委
託
吃
受
け
る
者
（
以

　
下
受
託
者
と
い
う
。
）
に
封
し
、
手
数
料
を
支
沸
わ
な
け

　
れ
ぱ
な
ら
な
い
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
、

（
業
務
方
法
書
）

第
十
三
　
公
庫
は
、
業
務
開
始
の
際
、
業
務
方
法
書
を
定

　
め
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
認
可
を
受
け
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
憂
更
し
よ
う
と
す
・
る
と
き
も
、

　
ま
た
同
様
と
す
る
。

（
地
方
公
共
副
賠
亀
長
の
意
見
）

第
十
四
　
地
㌔
万
公
共
園
髄
の
長
は
、
當
該
地
方
公
共
團
艘

　
の
匿
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
公
庫
の
業
務
に
闘
し
、

　
公
庫
に
封
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
’

（
豫
算
及
び
決
算
）

第
十
五
　
公
庫
の
豫
算
及
び
決
算
に
闘
し
て
は
、
公
團
等

　
の
豫
算
及
び
決
算
の
暫
定
措
置
に
關
す
る
法
律
（
昭
和

W
．

、

’

ll　lllliHIIilHllllllMIII［11111111川iliiiili［iiliiiiliiii［．iiiiliiiillii｜lllHllUllillllMlllllllllllllHlllll

54　55　56　57　58　59．60　61　62　63，64　66

「

5352515
0
一

一ww－H－一’MM－一一一≠秩|m－r

t、、

、



S

（14）
第199號25．3．20信通務鍋領 二

手
翠
法
律
第
二
＋
七
號
）
の
定
め
・
と
・
う
に
・

　
　
る
。

　
む

　
（
利
㊨
金
の
虚
分
）
“

　
第
十
六
　
公
庫
は
、
毎
事
業
年
度
の
決
算
上
利
盆
金
を
生

　
も
た
と
き
は
、
こ
れ
を
國
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
な
い
。

昭和21年月1121日第三種郵便物認可

　
（
飴
裕
金
の
運
用
）

一
銘
十
七
　
公
庫
は
、
そ
の
業
務
上
の
除
裕
金
を
も
つ
て
、

　
國
債
を
保
有
し
、
又
は
こ
れ
を
大
藏
省
預
金
部
若
し
く

　　

ﾍ
受
託
者
た
る
銀
行
へ
預
け
入
払
て
蓮
用
す
る
こ
と
が

　
　
で
き
る
。

　
（
監
督
）

第
十
八
　
公
庫
は
、
主
務
大
臣
が
監
督
す
る
。
　
　
」

｝
2
　
主
務
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
い

　一　

@
庫
に
封
し
て
業
務
に
開
し
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す

　
　
゜
る
こ
と
が
で
き
る
。

一．

（
報
告
及
び
検
査
）

第
十
九
　
主
務
大
臣
は
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
へ
■

　
い
て
は
、
公
庫
若
し
く
は
そ
の
受
託
者
に
封
し
報
告
を

　
さ
ぜ
、
叉
は
そ
の
職
員
を
し
て
公
庫
若
し
く
は
受
託
者

　
た
る
銀
行
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
若
し

　
く
は
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ

　
る
ヒ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
受
託
者
た
る
銀
行
に
封
し

　
て
は
、
営
該
委
託
業
務
の
範
園
内
に
限
る
。

y二
住
宅
金
融
法
案
要
綱
案
實
施
方
針
、
に
つ
い
て

（　　

@　

@　

@（
�
雌
�
¥
四
日
建
設
省
佳
宅
局
住
宅
企
書
課
係
官
口
述
の
要
旨
）

一“

Z
　
資
　
　
　
　
　
・

（1）（3）（2）（4）●（6）（5）

床
面
積
一
〇
〇
干
方
米
（
三
〇
坪
）
以
内
で
十
八

坪
を
基
準
と
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
－

量
・
憤
は
標
準
皐
慣
の
一
・
二
倍
以
内

所
要
金
額
の
○
・
七
五
以
内
を
融
資
す
る
。
　
（
但

し
二
軒
六
〇
干
方
米
ー
十
八
奔
ー
を
超
え
る
場
合

は
六
〇
卒
方
米
の
分
の
○
・
七
・
五
）
標
準
建
築
費

を
超
え
る
場
合
は
標
準
建
築
費
の
○
・
七
三
で
抑

え
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

土
地
の
費
用
も
併
せ
て
融
資
す
る
が
、
そ
の
融
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

は
時
債
の
○
．
七
五
以
内
垣
基
準
は
公
庫
で
き
め

る
　
　
　
　
　
　
　
　
一

利
子
○
・
〇
五
五

償
還
年
限
は
構
造
別
で
一
木
造
十
五
年
以
内
、
簡

易
耐
火
建
築
（
ブ
ロ
ッ
ク
、
レ
ン
ガ
ー
）
ー
二
十

年
以
内
、
恒
久
建
築
鐵
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
）
ー
三

、
■

　
　
十
年
以
内
で
あ
る
。
償
還
始
期
は
契
約
成
立
後
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

　
．
ヶ
月
若
し
く
は
牛
年
後
か
ら
始
め
る
こ
と
に
な
ろ

　
、
う
。
そ
の
方
法
は
月
賦
を
原
則
と
し
、
三
ケ
月
佛

　
　
宇
年
錦
等
が
考
え
ら
れ
る

の
　
個
人
負
捲
の
面
か
ら
見
る
と
十
二
坪
（
全
國
干
均

　
　
で
標
準
軍
債
は
一
萬
六
千
圓
）
と
し
て
そ
の
○
・

　
　
七
五
で
十
四
、
五
萬
圓
の
融
資
と
な
り
月
々
千
四

　
　
五
百
圓
程
度
と
な
ろ
う
。
他
の
経
費
を
入
れ
て
も
　
ー

　
　
二
千
圓
以
内
で
落
付
か
せ
た
い

⑧
會
肚
の
從
業
員
が
韓
勤
そ
の
他
で
、
融
資
を
受
け

　
　
た
家
を
譲
渡
し
た
い
時
、
そ
の
會
枇
が
植
利
義
務

　
　
を
承
織
出
來
る
か
に
つ
い
て
は
當
局
の
見
解
と
し

　
　
て
可
能
と
し
て
い
る
。
但
し
そ
の
場
合
は
一
時
償

　
　
還
と
な
る
か
も
知
れ
な
い

⑨
　
貸
付
は
自
己
資
金
で
棟
上
げ
程
度
は
出
來
る
か
ら

　
　
そ
れ
を
見
届
け
て
か
ら
融
資
の
牛
額
を
先
す
貸
す
、

　
　
後
牛
は
火
災
保
瞼
、
抵
當
権
設
定
で
貸
す
こ
と
に

　
　
な
る
が
揚
合
に
ょ
つ
て
は
佃
人
に
支
出
せ
す
、
請

　
　
負
業
に
直
接
渡
す
か
も
知
れ
ぬ

⑳
貸
付
霧
は
銀
行
に
委
託
し
て
や
ら
せ
る

但
　
資
金
は
本
年
度
一
五
〇
億
を
貸
付
け
る
計
書
、
八

　
　
千
五
百
戸
を
豫
定
、
二
十
六
年
度
は
別
に
同
程
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ

　
　
の
豫
算
を
計
護
し
て
い
る
。

二
、
勢
務
者
佳
宅
の
關
係

當
初
産
業
勢
務
者
佳
宅
を
入
れ
た
が
、
關
係
方
面
の
反

　
封
か
ら
現
在
そ
れ
を
外
し
て
い
る
。
相
當
な
理
由
が
つ

　
い
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
困
難
な
状
態
に
あ
る
除
い

　
た
理
由
と
し
て
は

〔3）（2）（1）

’
公
庫
と
産
業
會
蔵
と
の
關
係
を
避
け
る

給
與
住
宅
は
設
備
資
金
で
や
る
べ
き
だ

各
産
業
圏
艦
か
ら
も
陳
椿
…
が
あ
つ
た
が
G
H
Q
の

方
針
が
動
か
ぬ
（
リ
ー
ド
）
從
ρ
て
頭
金
の
○
．

二
五
は
自
己
調
達
の
要
あ
り
、
會
砿
が
退
職
金
等

を
澹
保
に
一
時
負
捨
テ
る
と
か
、
杜
有
地
を
斡
旋

す
る
と
か
し
て
や
る
外
な
い

公
卒
の
原
則
か
ら
言
つ
て
佳
宅
組
合
を
優
先
す
る

　
　
　
　
　
　
ト
　
　
ト
　
　
シ
　
　
ト

か
否
か
は
未
だ
は
つ
き
り
し
て
い
な
い
の
で
希
望

が
多
け
れ
ぱ
抽
簸
の
方
法
も
考
え
ら
れ
る

三
、
今
後
数
年
聞
は
相
…
當
額
を
出
す
こ
と
を
希
望
し
て
い

　
る
　
　
　
　
　
　
〆

四
、
各
地
域
へ
の
配
分
計
註
は
佳
宅
不
足
戸
頸
に
よ
⑲
’
府

　
縣
別
阜
位
に
分
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
　
十
五
年
度
は

　
都
市
を
重
鮎
と
し
．
六
犬
都
市
を
優
先
に
す

五
、
公
庫
業
務
規
定
細
則
は
具
鎧
案
未
決
定

｛

・
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